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は
じ
め
に

明
治
期
の
日
本
は
、
近
代
国
家
と
し
て
の
体
制
形
成
の
た
め
に
、
統
治
機
構
の
整
備
を
急
務
と
し
て
諸
制
度
の
制
定
や
改
正
、
廃
止
を
繰

り
返
し
行
っ
た
。
教
育
事
業
で
は
「
学
制
」、「
教
育
令
」、「
改
正
教
育
令
」、「
学
校
令
」
な
ど
の
法
令
が
公
布
・
改
廃
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
学
校
は
、
当
初
人
々
の
生
活
を
圧
迫
し
た
り
、
教
育
内
容
が
実
生
活
と
乖
離
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
二
十
年
代
ご
ろ
か
ら
市
制
・
町
村
制
と
第
二
次
小
学
校
令
に
よ
り
基
盤
が
形
成
さ
れ
、

地
域
へ
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
明
治
期
を
中
心
と
す
る
教
育
史
研
究
は
、
府
県
レ
ベ
ル
の
行
政
・
法
令
の
分
析
と
い
う
段
階
か
ら
、
地

域
社
会
を
対
象
に
社
会
構
造
に
学
校
を
位
置
づ
け
て
、
学
校
と
人
々
と
の
関
わ
り
方
の
内
実
を
解
明
す
る
方
向
へ
深
め
ら
れ
て
き
て
い
る１
。

花
井
信
氏
は
『
近
代
日
本
地
域
教
育
の
展
開
』
の
な
か
で
、
対
象
地
域
の
教
育
活
動
か
ら
人
々
の
意
識
に
小
学
校
が
定
着
す
る
過
程
を
解

明
し
た
。
そ
の
な
か
で
花
井
氏
は
研
究
対
象
と
し
た
村
内
の
階
層
分
布
に
つ
い
て
の
考
察２
と
不
就
学
状
況
の
分
析３
を
行
っ
た
が
、
住
民
の
階

層
分
布
か
ら
就
学
機
会
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
児
童
の
傾
向
や
不
就
学
者
の
固
定
的
再
生
産
の
様
子
を
現
地
の
資
料
に
よ
っ
て
証
明
し
た
。

坂
本
紀
子
氏
は
『
明
治
前
期
の
小
学
校
と
地
域
社
会
』
で
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
学
制
」
頒
布
か
ら
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
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〇
）
の
第
二
次
小
学
校
令
布
達
ま
で
の
時
期
を
対
象
に
小
学
校
の
支
持
基
盤
の
形
成
過
程
の
解
明
を
試
み
た
。
そ
こ
で
人
々
の
小
学
校
関
与

の
形
態
は
教
育
制
度
、
地
方
制
度
、
改
革
に
よ
っ
て
創
出
、
変
容
を
経
た
こ
と
を
地
域
住
民
に
密
着
し
た
資
料
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
、
支

持
基
盤
の
形
成
過
程
に
お
け
る
四
つ
の
段
階
を
提
示
し
た４
こ
と
で
、
行
政
史
と
教
育
史
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た
。

以
上
の
二
氏
の
研
究
は
、
明
治
前
期
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
が
、
明
治
後
期
の
研
究
は
教
育
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
就
労
児
童
、
貧
民
、
障

害
児
な
ど
）
に
関
す
る
制
度
史
的
研
究
や
教
育
内
容
、
上
級
学
校
、
教
育
会
の
活
動
を
対
象
と
す
る
研
究
な
ど
、
実
に
多
様
性
を
帯
び
て
く

る５
。
前
期
に
対
し
て
、
後
期
の
場
合
は
、
比
較
的
対
象
地
域
が
府
県
や
よ
り
広
い
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
愛
知
県
に
お
け
る
研
究
は
未
だ
発
展
途
上
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
実
態
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

本
県
で
、
特
徴
的
な
就
学
率
の
推
移
を
見
せ
る
の
が
東
春
日
井
郡
（
地
図
１
）
で
あ
る
。
東
春
日
井
郡
は
、
現
在
の
愛
知
県
北
西
部
に
あ

る
春
日
井
市
、
小
牧
市
、
瀬
戸
市
の
各
市
域
を
そ
の
大
部
分
と
し
て
い
た
。
本
郡
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
現
在
の
統
計
で
、
農

工
商
業
従
事
者
五
万
五
三
五
人
中
四
万
一
〇
二
人
（
九
一
・
二
三
％
）
が
農
業
従
事
者
で
あ
っ
た
。
耕
作
業
一
万
四
〇
二
四
戸
中
専
業
の
小

作
農
は
六
九
五
四
戸
、
四
九
・
五
九
％
と
お
よ
そ
半
数
で
あ
り
、
尾
張
（
愛
知
県
西
部
）
平
均
よ
り
約
五
％
、
全
県
平
均
よ
り
約
一
六
％
高

か
っ
た６
。
東
西
に
長
く
、
南
北
に
短
い
本
郡
は
、
尾
張
で
は
地
力
が
弱
い
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、
地
租
改
正
反
対
運
動
を
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
（
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
ご
ろ
か
ら
同
十
二
年
（
一
八
七
九
）
ま
で
）。
こ
の
運
動
に
参
加
し
た
村
の
中
に
は
、
運
動
に
費
や
す
資
金

の
捻
出
や
県
・
郡
と
の
対
立
を
背
景
に
、
小
学
校
を
閉
鎖
・
休
校
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た7
。
そ
の
就
学
率
は
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九

九
）
ま
で
は
県
内
で
最
低
水
準
で
あ
り
、
長
ら
く
全
県
平
均
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
全
県
平
均
が
安
定
す
る
明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）
～
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
ご
ろ
か
ら
上
昇
し
、
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
は
県
内
で
最
も
高
い
数
値
を
示
す
の
で
あ
る
（
表

１
）。本

稿
で
は
、
就
学
率
が
停
滞
し
た
明
治
二
十
、
二
十
一
年
（
一
八
八
七
、
一
八
八
八
）
の
東
春
日
井
郡
勝
川
村
外
百
九
ヵ
村
聯
合
村
会
議

録
と
、
住
民
の
各
願
書
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
か
ら
、
当
時
の
郡
の
教
育
事
業
が
ど
の
よ
う
な
発
展
段
階
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
の

実
態
解
明
を
行
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
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表１　明治 13 ～ 38 年　就学率

M.13 M.14 M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 M.20 M.21 M.22 M.23 M.24 M.25
名 古 屋 58.90 47.96 51.24 55.02 53.52 63.18 65.69 53.52 40.79 42.82 42.42 45.57 53.20
愛 知 31.84 58.93 50.74 66.80 67.84 55.98 50.88 43.30 34.04 30.86 33.63 33.97 40.30
東春日井 11.44 15.65 37.91 56.22 59.08 56.69 50.35 41.81 34.61 35.00 36.54 36.49 43.89
西春日井 39.35 44.41 44.39 44.87 54.13 69.14 70.28 64.95 51.91 53.48 52.25 42.80 57.56
丹 羽

39.45 38.39 48.92 56.71
62.65 64.31 62.01 62.33 52.33 52.83 53.31 49.22 53.81

葉 栗 61.42 60.17 57.77 39.62 40.21 39.93 46.60 49.72 52.56
中 島 39.96 41.48 46.12 49.19 47.40 52.94 56.55 35.79 43.00 41.80 41.71 37.72 48.77
海 東

36.78 42.94 44.95 50.99
50.76 49.71 53.48 44.53 40.20 46.88 33.64 42.89 54.36

海 西 49.18 73.40 48.77 34.97 35.60 36.88 31.34 38.10 40.72
知 多 39.08 66.51 61.01 80.37 78.79 75.97 80.11 69.72 55.92 54.52 60.44 61.15 67.03
碧 海 34.43 54.20 54.53 57.13 59.43 66.30 58.78 43.53 41.29 46.43 39.26 48.46 60.47
幡 豆 36.14 73.49 52.45 74.96 74.30 68.63 42.14 46.55 52.50 43.06 37.81 44.89 51.61
額 田 51.33 74.32 64.87 76.89 72.88 72.96 61.84 64.40 59.91 60.39 58.53 56.78 66.30
西 加 茂 56.78 73.96 77.92 76.76 70.78 71.31 67.23 63.96 63.26 64.20 53.44 52.61 58.33
東 加 茂 66.13 90.17 45.47 94.17 94.10 95.61 86.37 77.21 73.93 74.01 69.97 70.50 69.57
北 設 楽 46.81 77.86 54.32 79.45 74.54 82.28 68.92 85.52 73.95 71.71 63.98 63.45 71.82
南 設 楽 71.89 74.86 68.46 71.39 41.43 69.47 70.90 51.69 63.56 57.74 56.15 56.43 60.38
宝 飯 47.28 58.90 59.19 59.29 55.24 59.66 55.33 49.11 46.25 47.35 50.68 51.53 57.86
渥 美 52.84 83.18 78.36 81.89 80.53 79.28 72.73 71.17 54.21 60.26 55.78 60.25 61.71
八 名 64.93 88.66 76.44 84.40 84.66 77.87 73.22 75.29 68.80 73.88 68.97 69.35 71.10
合 計 41.74 56.32 54.39 64.32 64.33 65.91 62.03 53.36 47.61 48.14 46.22 48.23 56.01
尾張小計 38.13 46.76 49.43 59.27 61.07 62.20 61.94 50.38 43.44 43.81 43.44 44.30 52.72
三河小計 47.57 71.28 64.75 72.18 69.28 71.59 62.16 57.70 55.27 54.88 50.66 54.31 61.00

M.26 M.27 M.28 M.29 M.30 M.31 M.32 M.33 M.34 M.35 M.36 M.37 M.38
名 古 屋 59.87 64.21 64.55 67.31 66.99 70.96 73.99 78.42 85.28 87.45 88.23 92.99 95.91
愛 知 43.76 46.53 46.79 49.35 51.52 54.65 60.67 67.56 85.52 89.09 91.83 90.51 90.01
東春日井 45.53 45.34 47.11 51.49 53.61 56.24 59.26 74.71 79.54 87.22 96.95 97.49 99.14
西春日井 60.52 60.56 63.89 67.51 69.84 68.94 72.79 79.38 87.66 97.00 98.14 98.28 97.72
丹 羽 57.70 54.53 61.15 62.41 64.22 67.43 69.73 79.18 96.00 97.22 97.09 96.77 97.43
葉 栗 62.91 65.67 57.04 64.14 65.75 67.09 69.10 76.94 90.37 93.41 95.17 95.33 96.38
中 島 55.62 51.54 58.85 54.45 55.02 58.65 60.70 74.41 94.71 97.65 98.10 98.35 99.11
海 東 55.30 53.96 52.60 65.33 64.14 60.70 65.57 74.89 80.87 85.19 91.50 94.79 97.51
海 西 46.09 49.80 51.01 56.86 57.21 60.24 63.66 77.33 96.04 97.96 98.85 95.23 95.86
知 多 68.52 64.00 61.47 65.18 66.73 67.81 71.17 77.28 86.27 90.52 93.00 93.46 94.28
碧 海 63.71 58.54 57.69 67.20 71.39 75.62 80.99 91.97 97.62 98.98 99.37 98.48 97.86
幡 豆 55.59 54.86 57.44 60.52 61.15 65.33 68.03 83.40 94.70 97.55 97.83 97.46 95.82
額 田 69.34 67.80 69.20 74.28 77.79 81.40 84.49 94.15 96.52 97.69 98.14 98.22 96.12
西 加 茂 60.52 64.49 64.20 67.77 68.89 73.23 73.31 82.83 90.07 92.73 93.57 94.35 94.29
東 加 茂 73.00 75.34 76.33 75.07 77.25 79.68 79.79 90.76 94.50 97.67 97.47 96.54 98.95
北 設 楽 66.83 74.54 72.22 69.49 74.40 78.06 81.33 85.96 91.81 94.77 95.24 95.73 98.18
南 設 楽 66.10 72.70 73.09 81.18 81.47 85.57 87.39 92.14 96.53 97.87 98.67 97.22 98.25
宝 飯 62.90 63.47 68.46 72.23 77.70 77.93 80.86 83.96 96.61 97.71 98.13 97.05 96.15
渥 美 68.42 65.91 67.03 73.88 76.56 79.15 80.87 90.35 94.43 96.32 97.93 98.16 98.69
八 名 75.78 75.06 77.80 81.39 83.61 83.58 86.36 89.34 97.21 98.10 96.87 98.50 98.21
合 計 59.31 58.78 60.01 64.11 65.56 68.25 74.87 80.47 91.18 94.26 96.19 96.23 96.62
尾張小計 55.63 55.38 56.55 60.13 61.03 63.19 66.66 75.22 87.82 93.57 94.97 94.15 95.53
三河小計 65.06 64.22 65.43 70.68 73.31 76.65 79.45 88.89 95.51 97.21 97.75 98.90 98.01

明治 26 年までの就学率は該当する年度の『愛知県統計書』から算出。
明治 27 年からの就学率は『愛知県学事年報』（第 9 ～ 19）から算出、もしくは引用。
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第
一
章

　
明
治
二
十
年
代
の
愛
知
県
と
東
春
日
井
郡
の
就
学
動
向

愛
知
県
に
お
け
る
明
治
二
十
年
前
後
の
就
学
率
は
、
明
治
十
七
、
八
年
（
一
八
八
四
、
一
八
八
五
）
ご
ろ
を
ピ
ー
ク
に
全
体
的
に
低
下
を

始
め
、
特
に
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
年
に
か
け
て
大
き
く
下
が
っ
た
（
表
１
）。
そ
の
要
因
は
、「
小
学
校
授
業
料
規
則
」
な
ど
の
各
規
則
制

定８
に
よ
っ
て
住
民
の
関
心
が
教
育
事
業
か
ら
遠
の
い
た
と
い
う
こ
と
の
他
に
松
方
デ
フ
レ
、
女
子
教
育
を
不
要
と
す
る
因
襲
的
観
念
、
学
校

不
信
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る９
。

こ
こ
で
明
治
二
十
年
前
後
の
教
育
事
業
に
関
連
す
る
法
令
・
規
則
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
四
月
に
各
学
校
令
が
制
定
さ
れ
、
小
学
校
は
尋
常
小
学
校
と
高
等
小
学
校
の
各
四
年
に
分
け
ら
れ
て
前
者
の

就
学
が
義
務
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
貧
困
家
庭
の
児
童
に
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
就
学
と
し
て
無
償
の
小
学
簡
易
科4₀
の
設
置
も
認
め
ら
れ
た

（
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
小
学
校
令
の
改
正
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る44
。
読
書
、
作
文
、
習
字
、
算
数
が
一
日
三
時
間
と
い
う
事
例
が
東

京
府
に
あ
る
。
本
県
で
も
近
い
状
態
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る42
）。
小
学
簡
易
科
と
高
等
科
の
、
就
学
者
に
対
す
る
割
合
を
算
出
し
た
も
の
が
表

２
で
あ
る
。
尾
張
部
（
表
２
の
名
古
屋
市
か
ら
知
多
郡
ま
で
）
で
は
、
簡
易
科
を
設
置
し
な
か
っ
た
郡
が
目
立
つ
が
、
三
河
部
（
同
表
の
碧

海
郡
か
ら
八
名
郡
ま
で
）
で
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
郡
で
設
置
し
て
い
る
。
高
等
科
は
、
途
中
で
廃
止
に
な
っ
た
郡
も
あ
る
が
、
一
通
り
設
置
し

た
よ
う
で
あ
る
。
簡
易
科
、
高
等
科
と
も
に
就
学
者
の
割
合
に
は
、
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
東
春
日
井
郡
で
は
両
方
を
設
置
し
た
の
ち
、
毎

年
同
程
度
増
加
し
、
ほ
ぼ
同
数
が
通
っ
て
い
た
。
こ
の
変
化
は
、
他
郡
に
は
見
ら
れ
な
い
。
東
春
日
井
郡
で
は
二
極
化
が
起
こ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

愛
知
県
で
は
小
学
校
令
制
定
に
伴
っ
て
、
翌
二
十
年
三
月
に
以
下
三
点
の
制
定
・
改
定
が
な
さ
れ
て
い
る4₃
。
ま
ず
、「
学
齢
児
童
就
学
規

則
」
で
就
学
猶
予
の
許
可
条
件
、
義
務
者
と
各
役
職
の
権
限
を
明
確
に
し
、
就
学
義
務
の
徹
底
が
図
ら
れ
た
。
そ
の
許
可
条
件
と
は
「
一
、

疾
病
ニ
罹
リ
当
分
治
癒
ノ
見
込
ナ
キ
モ
ノ　

一
、
廃
疾
不
具
ノ
者　

一
、
一
家
貧
窶
ノ
モ
ノ　

一
、
親
族
疾
病
ニ
罹
リ
他
ノ
看
護
人
ナ
キ
モ

ノ
」（
第
六
条
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
就
学
不
可
能
な
者
は
、
事
由
と
猶
予
期
限
を
記
し
た
就
学
猶
予
願
を
提
出
さ
せ
、
戸
長
の
意
見
な
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ど
に
よ
っ
て
郡
区
長
が
許
可
す
る
か
否
か
を
決
め
る
こ
と
に

な
っ
た44
。
次
に
「
小
学
校
授
業
料
規
則
」
に
よ
っ
て
、
小
学

校
費
の
財
源
と
し
て
新
た
に
授
業
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し

た4₅
。
こ
の
と
き
定
め
ら
れ
た
授
業
料
は
、
尋
常
小
学
校
で

「
金
五
銭
以
上
金
五
拾
銭
以
下
」
だ
っ
た
が
、
事
情
に
よ
っ

て
は
三
銭
ま
で
減
額
が
許
さ
れ
、
東
春
日
井
郡
の
授
業
料

（
明
治
二
十
年
度
）
は
平
均
六
銭
三
厘
で
あ
っ
た4₆
。
最
後
に

「
小
学
校
設
置
区
域
及
位
置
」
の
改
定
に
よ
っ
て
、
学
区
と

小
学
校
の
統
廃
合
が
な
さ
れ
た
。
翌
二
十
一
年
の
更
正
を
経

て
、
学
区
数
は
四
三
か
ら
三
二
に
、
学
校
数
は
五
一
（「
学

校
」）
か
ら
四
三
（
高
等
小
学
校
、
尋
常
小
学
校
、
小
学
簡

易
科
の
合
計
数
）
に
減
少
し
た
（
東
春
日
井
郡
で
の
比
較4₇
）。

そ
の
後
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
の
第
二
次
小
学
校

令
に
伴
っ
て
本
県
で
は
、
複
数
の
児
童
を
通
わ
せ
る
家
庭
や

貧
困
家
庭
の
た
め
に
授
業
料
減
額
が
定
め
ら
れ
た4₈
。
そ
し
て

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
の
県
訓
令
に
よ
っ
て
、
段
階

的
に
就
学
督
責
が
厳
格
化
さ
れ
て
い
っ
た4₉
。
こ
れ
ら
法
令
・

規
則
の
影
響
は
就
学
率
の
変
移
か
ら
、
あ
る
程
度
読
み
取
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

表２　簡易科・高等科の就学者に対する割合

明治 20 年 明治 21 年 明治 22 年 明治 23 年 明治 24 年 平均
簡易科（％） 高等科（％） 簡易科（％） 高等科（％） 簡易科（％） 高等科（％） 簡易科（％） 高等科（％） 簡易科（％） 高等科（％） 簡易科（％） 高等科（％）

名 古 屋 3.81 12.95 11.48 10.34 13.74 12.07 12.66 12.79 12.38 14.42 10.81 12.51
愛 知 1.13 4.74 2.30 2.80 2.46 2.81 1.91 3.35 2.09 4.46 1.98 3.63
東春日井 2.47 3.19 4.67 4.74 5.99 5.26 6.43 5.93 6.56 6.19 5.22 5.06
西春日井 - 3.91 - 4.32 - 2.85 - 4.44 - 6.42 - 4.39
丹 羽 4.38 1.43 1.54 2.77 1.56 3.90 1.56 4.87 1.75 6.89 2.16 3.97
葉 栗 - 2.43 - 3.11 - - - - - - - 2.77
中 島 - 3.02 - 4.39 - 3.36 - 4.37 - 3.80 - 3.79
海 東 - 4.52 - 5.57 - 11.26 - 8.60 - 10.17 - 8.02
海 西 - 1.99 - 0.88 - - - - - - - 1.43
知 多 - 0.96 2.42 1.72 - 1.83 2.91 1.48 3.07 2.50 2.80 1.70
碧 海 - 1.56 - 1.92 - 2.28 - 2.16 - 2.80 - 2.14
幡 豆 1.77 1.70 0.76 3.25 0.98 3.21 1.12 3.93 1.01 4.66 1.13 3.35
額 田 5.70 4.73 6.49 4.75 5.97 4.45 5.65 5.10 5.34 3.68 5.83 4.54
西 加 茂 - 2.74 - 3.60 1.99 2.58 1.36 4.12 1.15 4.84 1.50 3.58
東 加 茂 2.36 - 2.80 1.36 2.03 1.48 1.66 1.91 1.47 2.38 2.06 1.78
北 設 楽 - - 1.06 - 1.50 3.57 2.47 4.39 1.12 5.41 1.54 4.45
南 設 楽 16.10 3.48 15.03 2.64 15.62 2.62 11.45 2.69 13.69 5.20 1.36 3.32
宝 飯 6.56 7.75 11.89 6.41 17.39 6.06 17.48 6.93 15.28 7.96 13.72 7.02
渥 美 - 2.49 3.93 3.10 5.98 3.27 7.03 3.02 2.37 4.41 4.83 3.26
八 名 - 2.51 0.86 3.72 0.95 2.94 0.97 3.10 1.30 4.05 1.02 3.26
全県平均 1.72 3.35 3.35 3.79 3.89 4.25 4.14 4.57 3.65 5.48 3.35 4.29
尾張平均 1.29 3.84 3.02 4.26 3.03 4.97 3.44 5.21 3.42 6.23 2.84 4.90
三河平均 2.27 2.73 3.77 3.20 4.96 3.36 5.06 3.72 3.95 4.51 4.00 3.50

『愛知県統計書』（明治 20～24 年）から算出。
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第
二
章

　
聯
合
村
会
議
に
お
け
る
地
域
教
育
に
関
す
る
議
論
と
価
値
意
識

第
一
節

　
明
治
二
十
年
度
の
教
育
補
助
費
削
減
を
め
ぐ
る
議
論

東
春
日
井
郡
は
、
明
治
二
十
年
五
月
か
ら
東
春
日
井
郡
勝
川
村
外
一
〇
九
个
村
聯
合
村
会
議
を
設
け
、
勧
業
費
と
高
等
小
学
校
の
教
育
補

助
費
（
村
費
）
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
。
聯
合
村
会
に
出
席
し
た
の
は
、
抽
選
さ
れ
た
三
二
名
の
議
員2₀
と
番
外
の
郡
書
記
三
名
、
そ
し
て

議
長
の
郡
長
服
部
直
衡
で
あ
っ
た
。
本
郡
で
は
、
初
年
度
（
明
治
二
十
年
度
）
か
ら
県
で
決
定
さ
れ
た
と
お
り
に
高
等
小
学
校
三
校24
を
設
置

し
た
の
で
は
な
く
、
ま
ず
一
校
を
開
設
し
て
か
ら
、
翌
年
度
に
残
り
二
校
の
設
置
を
行
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
三
校
設
置
に
か
か
る
三
千
有
余

円
の
支
出
に
は
、
住
民
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
十
八
年
か
ら
二
十
年
に
お
け
る
、
東
春
日
井
郡
の
粳
米

反
別
収
穫
量
の
平
均
は
表
３
の
よ
う
に
な
る
。
平
均
を
下
回
り
、
尾
張
部
で
は
最
低
値
で
あ
る
。
さ
ら
に
デ
フ
レ
の
影
響
も
考
慮
に
入
れ
る

と
、
聯
合
村
会
の
判
断
は
、
実
情
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
議
長
の
開
会
演
説22
や
議
員
の
答
辞2₃
か
ら
も
、
そ
の
様
子
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
二
十
一
年
度
に
お
い
て
も
住
民
の
経
済
力
は
回
復
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
残
り
二
校

の
開
校
を
望
む
住
民
の
期
待
に
応
え
て
、
全
三
校
設
置
に
踏
み
切
っ
た
。
こ
の
二
年
間
で
の
聯
合
村
会
の
課
題
は
、
住
民
が
疲
弊
す
る
な
か

で
い
か
に
教
育
・
勧
業
を
行
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

明
治
二
十
年
度
の
第
一
次
会
は
、
勧
業
費
・
教
育
補
助
費
・
会
議
費
の
予
算
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
合
計
三
二
五

六
円
五
八
銭
の
う
ち
、
勧
業
費
は
七
九
六
円
四
八
銭
、
教
育
補
助
費
は
二
三
四
一
円
、
会
議
費
は
八
六
円
で
あ
る
。
原
案
は
郡
書
記
が
提
出

し
た
も
の
だ
が
、
教
育
補
助
費
の
占
め
る
割
合
が
非
常
に
高
い
。
郡
は
三
校
に
同
額
の
予
算
を
割
か
ず
に
、
第
一
高
等
小
学
校
に
集
中
さ

せ
、
生
徒
数
を
延
ば
そ
う
と
し
て
い
た24
。
さ
ら
に
、
通
学
が
不
便
な
場
合
で
も
、
寄
宿
舎
を
設
け
ず
に
費
用
を
削
減
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。

こ
の
修
正
案
を
め
ぐ
っ
て
、
第
二
、
第
三
次
会
か
ら
本
格
的
な
審
議
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
三
二
番
高
木
悦
太
郎
が
明
治
二
十
年
度
に
一
校

の
み
を
、
翌
二
十
一
年
度
に
他
の
二
校
を
開
校
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
郡
書
記
伊
勢
は
東
西
に
長
い
本
郡
で
は
、
高
等

小
学
校
が
一
校
だ
け
に
な
る
と
、
生
徒
と
保
護
者
に
不
便
が
生
じ
、
入
学
す
る
生
徒
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
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表３　粳米収穫量比較

一 反 当
平均収獲

M.18 M.19
現住人口 粳米収穫（石）一反当収穫 現住人口 粳米収穫（石）一反当収穫

名 古 屋 1.5469 129298 310 1.4458 139812 319 1.4769
愛 知 1.4775 112681 141203 1.7216 114355 149379 1.8143
東春日井 1.2849 72819 55471 1.1568 73997 70732 1.4024
西春日井 1.4701 52621 43812 1.2355 53298 62159 1.6011
丹 羽 1.4499 77515 46693 1.4047 77414 50191 1.5516
葉 栗 1.3709 28827 12219 1.4014 28637 15808 1.7337
中 島 1.4080 100680 70522 1.4045 102015 85177 1.6622
海 東 1.7823 81061 123673 1.8124 82222 149634 2.1860
海 西 1.4570 34275 46954 1.3813 35195 81296 2.0519
知 多 1.3398 142486 119467 1.3678 143650 138286 1.5298
碧 海 1.3969 110170 89038 1.1508 89780 180589 2.0535
幡 豆 1.3434 9612 62788 1.4527 79289 79356 1.8277
額 田 1.3393 61519 50581 1.3347 61970 62634 1.6776
西 加 茂 1.2452 38847 39223 1.1547 39381 48945 1.4342
東 加 茂 1.1029 26220 19680 1.0254 26544 26050 1.3318
北 設 楽 0.8697 22381 4243 0.5234 23180 8644 0.9501
南 設 楽 1.0930 23018 10901 0.9204 23656 14378 1.1517
宝 飯 1.0279 64324 31824 1.0296 65265 46861 1.4644
渥 美 0.8945 88361 35541 0.7797 90316 52819 1.1626
八 名 1.1740 26626 13615 1.0091 27191 19132 1.4066
合 計 1.3501 1303341 1017760 1.3235 1377168 1342389 1.6822
尾張小計 1.4585 832263 660325 1.4759 850597 802981 1.7344
三河小計 1.2033 471078 357435 1.1115 526571 539408 1.6102

M.20 M.21 M.22
現住人口 粳米収穫（石）一反当収穫 現住人口 粳米収穫（石）一反当収穫 現住人口 粳米収穫（石）一反当収穫

144125 356 1.5411 149963 401 1.7210 157496 358 1.5498
116499 109079 1.3182 118262 107604 1.2946 121990 95015 1.2387
75321 68979 1.3704 76499 65200 1.2989 76841 59898 1.1960
53839 61292 1.6113 54174 55651 1.4524 53770 46110 1.4500
77978 50530 1.5777 78296 42844 1.3474 78853 42321 1.3681
29264 15902 1.7391 29606 13869 0.7293 29780 10621 1.2510

104358 74174 1.4826 106277 69518 1.3654 107091 54012 1.1253
83516 137676 1.9860 83894 116121 1.5442 84786 91432 1.3829
35604 60879 1.4801 36062 53856 1.2672 36401 46504 1.1043

145249 124236 1.3561 145836 136562 1.4298 144330 91596 1.0155
15630 124296 1.7325 116521 113020 1.1597 117035 81654 0.8883
80168 71110 1.5438 80763 63048 1.3809 80048 23160 0.5120
62948 61219 1.6225 63822 45860 1.2124 63349 32720 0.8493
39687 46947 1.3708 39966 45478 1.2962 40174 33945 0.9701
26697 25135 1.3263 27079 21145 1.0996 27083 14204 0.7315
23396 9928 1.1411 23674 6263 0.7253 23961 8431 1.0087
24035 14639 1.1657 24514 16019 1.2302 24763 12353 0.9970
65789 43939 0.8593 66366 41168 1.2939 67051 15159 0.4926
91689 47520 1.0496 92694 53466 1.1113 93853 16703 0.3690
27548 18694 1.3864 28030 18547 1.3600 28161 9645 0.7079

1423340 1166328 1.4497 1441898 1083440 1.2940 1456816 785850 1.0009
865753 703103 1.5133 878869 661626 1.3591 891338 537876 1.2096
557587 463225 1.3629 553029 421814 1.2035 565478 247974 0.7283

『愛知県統計書』（明治 18～22 年）から算出。
「一反当平均収穫」は５年間の平均を算出したものである。



明治中期における住民の価値意識と教育要求 ― 愛知県東春日井郡の事例 ―

（ 45 ）

し
た
。
一
校
だ
け
の
場
合
に
は
寄
宿
舎
の
設
置
が
必
至
で
あ
り
、
食
費
な
ど
の
面
に
お
い
て
保
護
者
の
負
担
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
し

か
し
議
長
は
、
決
議
に
よ
っ
て
は
県
に
指
示
を
仰
ぐ
と
答
え
た
。
学
校
教
育
に
多
額
の
予
算
を
割
く
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
事
実
が
、
議
長

や
議
員
の
間
で
共
通
の
認
識
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
対
し
て
郡
書
記
松
浦
は
、
県
で
決
定
し
た
三
校
と
い
う
校
数
を
教
育
補
助

費
の
削
減
の
た
め
に
変
更
す
る
こ
と
は
、
本
会
で
議
論
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
反
対
し
て
お
り
、
陳
述
に
立
場
の
違
い
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。そ

の
後
、
六
番
大
島
宇
吉
が
教
育
補
助
費
を
六
四
〇
円
へ
と
大
幅
に
減
額
修
正
し
、
第
一
高
等
小
学
校
の
み
の
開
設
を
支
持
す
る
。
積
年

の
衰
弊
と
米
価
の
低
落
を
理
由
に
、
原
案
通
り
の
金
額
を
住
民
が
負
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
。
な
お
大
島
は
寄
宿
舎
の

監
督
を
理
事
者
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
住
民
が
子
ど
も
を
高
等
小
学
校
に
進
学
さ
せ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
少
な
い
と
見
込
ん
だ
か
ら
だ
。

次
に
一
九
番
荻
原
鉾
之
助
は
、
同
じ
く
一
校
設
置
を
支
持
す
る
が
、
大
島
の
減
額
を
非
現
実
的
で
あ
る
と
し
、
一
一
七
〇
円
五
〇
銭
に
修
正

し
た
。
続
い
て
二
四
番
加
藤
敬
は
、
一
五
〇
〇
円
に
修
正
し
、
三
校
設
置
を
主
張
し
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

○ 

第
廿
四
番
（
加
藤
敬
）（
前
略
）
経
済
上
ヨ
リ
推
究
ス
レ
ハ
目
下
民
力
尚
ホ
衰
弊
ニ
属
シ
到
底
巨
額
ノ
負
担
ニ
堪
ヘ
難
カ
ル
ヘ
シ
ト

雖
モ
、
退
ヒ
テ
第
一
高
等
小
学
校
ノ
位
置
ヲ
考
フ
ル
ニ
所
謂
中
央
ノ
地
ニ
シ
テ
其
東
部
西
部
孰
レ
ヨ
リ
ス
ル
モ
皆
ナ
山
川
数
里
程
ノ

ヲ
離
隔
セ
リ
、
故
ニ
先
ツ
第
一
ノ
ミ
開
校
ス
ル
ト
キ
ハ
本
年
度
中
止
ム
ヲ
得
ス
シ
テ
就
学
セ
シ
メ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
ヤ
必
セ
リ
、
是
レ

最
モ
児
童
ノ
教
育
上
甚
タ
シ
キ
不
幸
ト
云
フ
ヘ
シ
、
サ
レ
ハ
些
少
ナ
リ
ト
雖
モ
此
金
額
ヲ
以
テ
精
々
注
意
節
倹
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
、
本
年

度
ヨ
リ
三
校
ト
モ
併
開
シ
以
テ
父
兄
ヲ
安
堵
セ
シ
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
切
望
ス

加
藤
は
、
負
担
の
軽
減
と
通
学
の
便
を
考
え
て
修
正
を
加
え
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
陳
述
か
ら
、
高
等
小
学
校
へ
の
進
学
を
希
望
す
る
住

民
の
存
在
と
自
身
の
積
極
性
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
加
藤
は
内
訳
を
理
事
者
に
一
任
し
た
た
め
、
説
得
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
さ
ら
に
二
二
番
林
小
参
が
一
校
設
置
の
修
正
案
を
提
出
し
た
。
そ
の
陳
述
か
ら
は
実
状
を
部
分
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
林
は
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ま
ず
愛
知
県
を
通
観
し
て
他
郡
の
設
置
状
況
を
紹
介
し
、
多
く
は
一
校
の
み
を
設
置
し
て
い
る
と
述
べ
た
上
で
本
郡
の
採
る
べ
き
策
を
説
い

た
。

○ 
第
廿
二
番
（
林
小
参
）（
前
略
）
本
郡
ノ
如
キ
ハ
独
リ
奈
何
セ
ン
教
業
事
業
ハ
兎
角
冷
淡
ニ
シ
テ
尋
常
小
学
校
ヲ
以
テ
尚
ホ
負
担
重

ト
シ
困
難
ヲ
化
粧
ス
ル
モ
ノ
ナ
キ
ヲ
保
セ
ス
、
故
ニ
今
日
三
校
ヲ
開
ラ
ク
コ
ト
ヽ
ス
ル
モ
守
成
ノ
難
キ
創
業
ノ
易
キ
遂
ニ
或
ハ
見
ル

影
モ
ナ
キ
有
様
ト
ナ
リ
、
果
テ
ン
モ
未
タ
計
リ
知
ル
可
ラ
ス
、
サ
レ
ハ
寧
ロ
一
校
ニ
シ
テ
全
郡
ノ
盛
大
ヲ
期
ス
ル
ニ
若
カ
サ
ル
ナ
リ
、

原
案
ハ
三
校
ニ
テ
通
学
セ
シ
ム
ル
目
的
ナ
ル
ヘ
ケ
レ
ド
本
郡
ハ
所
謂
ド
チ
ハ
ン
附
カ
ス
（
何
方
付
か
ず
、
曖
昧
の
意
か
）
ノ
土
地
柄

ナ
ル
ヲ
以
テ
四
校
ヲ
置
ク
モ
迚
モ
通
学
出
来
サ
ル
ヘ
シ
、
近
傍
ノ
少
部
分
ハ
幸
福
ナ
ラ
ン
ガ
遠
方
ノ
大
部
分
ハ
不
幸
ナ
リ
、
予
テ
知

事
ヨ
リ
ハ
三
校
ト
指
定
セ
ラ
レ
タ
リ
シ
ガ
本
員
ハ
請
願
致
メ︵

マ
マ
︶モ
一
校
ヲ
中
央
ニ
置
キ
飽
迄
盛
大
ヲ
期
セ
ン
ト
ス
ル
意
見
ナ
レ
ハ
本
年

度
ハ
先
ツ
第
一
ノ
ミ
設
置
シ
漸
次
他
ノ
両
校
ヲ
起
サ
ン
ト
ス
、
之
レ
ヲ
例
セ
ハ
猶
ホ
献
立
ノ
出
来
タ
ル
モ
未
タ
客
ノ
来
ラ
サ
ル
カ
如

シ
、
三
校
ヲ
開
ラ
ク
モ
中
々
出
校
ス
ル
生
徒
ハ
少
ナ
カ
ラ
ン

住
民
の
教
育
事
業
へ
の
無
関
心
さ
の
根
拠
を
土
地
柄
に
求
め
、
他
郡
が
平
均
的
に
一
校
設
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
長
期
的
に
一
校
の
み
と

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
案
に
は
支
持
者
が
な
く
、
廃
滅
し
た
。
第
二
次
会
で
は
、
一
九
名
（
席
次
番
号

一
、
二
、
三
、
四
、
六
、
八
、
一
二
、
一
三
、
一
四
、
一
六
、
一
七
、
二
〇
、
二
一
、
二
五
、
二
六
、
二
七
、
二
九
、
三
一
、
三
二
）
が
六

番
大
島
宇
吉
の
提
案
し
た
修
正
案
に
賛
成
し
、
午
後
に
第
三
次
会
を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
議
員
の
多
く
が
、
教
育
事
業
を
倹
約
対

象
と
と
ら
え
て
い
た
の
だ
。

第
三
次
会
で
は
議
案
（
六
番
大
島
の
修
正
案
）
に
対
し
て
三
二
番
高
木
悦
太
郎
、
二
四
番
加
藤
敬
、
一
三
番
河
村
吉
太
郎
が
、
さ
ら
に
修

正
案
を
提
出
す
る
（
河
村
の
案
は
高
木
と
同
額
の
修
正
）。
多
く
の
支
持
者
を
得
る
の
は
先
の
二
者
で
、
高
木
は
明
治
二
十
年
度
の
開
設
は

一
校
と
し
、
他
二
校
の
開
設
を
翌
年
度
に
延
ば
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
加
藤
は
明
治
二
十
年
度
か
ら
三
校
を
開
設
す
る
と
い
う
こ
と
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を
、
改
め
て
述
べ
た
。
無
論
、
加
藤
の
予
算
案
の
方
が
多
額
で
あ
る
。
採
決
の
前
に
、
加
藤
を
支
持
す
る
二
一
番
江
崎
祐
八
、
高
木
を
支
持

す
る
一
番
松
永
左
衛
門
が
陳
述
し
た
。

○ 
第
廿
一
番
（
江
崎
祐
八
）
第
一
番
ハ
本
年
ハ
先
ツ
一
校
ヲ
開
ラ
キ
、
他
ノ
二
校
ハ
来
年
度
ニ
於
テ
之
レ
ヲ
開
ラ
ク
見
込
ナ
ル
ヤ
ニ
聞

シ
ガ
、
果
シ
テ
然
ル
ト
キ
ハ
本
年
中
中
等
以
上
ノ
生
徒
ハ
休
業
シ
其
父
兄
ガ
憂
フ
ル
所
凡
ソ
幾
何
ソ
ヤ
、
苟
ク
モ
吾
々
議
員
タ
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
斯
ク
ノ
如
キ
軽
忽
ナ
ル
議
決
ア
リ
ト
セ
ハ
遂
ニ
郡
民
ノ
信
用
ヲ
失
ス
ル
ニ
至
ル
ヤ
必
然
ナ
リ
、
請
フ
姑
ラ
ク
大
人
気
ナ
ル

説
ヲ
聞
カ
ン
コ
ト
ヲ

○ 

第
一
番
（
松
永
左
衛
門
）
第
廿
一
番
ノ
説
ク
所
ハ
素
ヨ
リ
貫
徹
致
シ
居
レ
ド
抑
モ
亦
第
廿
四
番
ノ
修
正
金
額
ニ
テ
ハ
到
底
三
校
ヲ
維

持
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ナ
リ
、
況
ン
ヤ
盛
大
ヲ
図
ラ
ン
ト
ス
ル
ヲ
ヤ
殊
ニ
本
年
度
ハ
創
始
ニ
属
シ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
次
第
モ
ア
レ
ハ
、
先

ツ
一
校
ニ
着
手
ス
ル
見
込
ナ
リ
、
其
他
言
フ
ヘ
キ
モ
ノ
諭
ス
ヘ
キ
所
多
々
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
敢
テ
黙
止
シ
茲
ニ
噴
々
セ
ス

二
一
番
江
崎
祐
八
は
教
育
普
及
に
積
極
的
で
あ
り
、
予
算
の
削
減
に
固
執
す
る
議
員
ら
を
非
難
し
て
い
る
。
一
方
で
一
番
松
永
左
衛
門

は
、
加
藤
を
支
持
す
る
江
崎
の
意
見
自
体
に
は
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
加
藤
案
の
非
現
実
性
を
指
摘
し
、
予
算
の
減
額
を
優
先
し

た
。
以
上
の
よ
う
に
生
徒
の
便
否
を
重
視
す
る
か
、
住
民
全
体
の
負
担
を
重
視
す
る
か
、
と
い
う
点
で
意
見
が
分
か
れ
た
。
二
者
の
視
点
は

異
な
っ
て
い
る
が
、
高
等
小
学
校
設
置
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
本
郡
に
お
け
る
高
等
小
学
校
教
育
の
普
及
・
発

展
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
明
ら
か
に
加
藤
を
支
持
す
る
方
が
よ
り
積
極
的
で
あ
る
）。
続
い
て
、
一
三
番
河
村
吉
太
郎
は
以
下
の
意

見
を
述
べ
た
。

○ 

第
十
三
番
（
河
村
吉
太
郎
）
某
議
員
ハ
代
議
士
ノ
信
用
ヲ
失
ス
ル
ニ
至
ル
ト
カ
申
セ
シ
ガ
、
是
レ
実
ニ
目
ノ
付
ケ
所
ガ
相
違
セ
リ
、

何
ト
ナ
レ
ハ
今
日
民
間
ニ
於
テ
直
ニ
信
用
ヲ
欠
ク
モ
ノ
ハ
生
徒
父
兄
等
ノ
不
幸
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
、
則
チ
巨
額
ノ
費
用
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
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ガ
最
モ
信
用
ヲ
欠
ク
ナ
リ
、
故
ニ
本
年
ハ
一
校
ヲ
開
ヒ
テ
来
年
度
ニ
ハ
必
ラ
ス
ヤ
二
校
ヲ
開
ク
見
込
ミ
ナ
レ
ハ
前
説
維
持
旁
茲
ニ
一

言
ス

河
村
の
主
張
の
強
さ
が
、
困
窮
す
る
住
民
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
河
村
は
、
多
額
の
予
算
を
要
す
る
事
業
に
反
対
し
て
お
り
、
高
等

小
学
校
の
教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
な
い
。
費
用
の
削
減
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
翌
年
度
に
つ
い
て
も
二
校
設
置
に
反

対
す
る
は
ず
だ
が
、
明
言
を
避
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
結
果
、
過
半
数
の
支
持
者
を
得
た
の
は
三
二
番
高
木
で
あ
っ
た
（
賛
成
者
は
一
九

名
。
席
次
番
号
は
、
一
、
二
、
三
、
四
、
八
、
九
、
一
二
、
一
三
、
一
四
、
一
五
、
二
〇
、
二
一
、
二
二
、
二
五
、
二
六
、
二
七
、
二
九
、

三
一
、
三
二
）。
明
治
二
十
年
度
は
第
一
高
等
小
学
校
の
み
を
開
設
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
県
か
ら
の
指
示
を
郡
の
意
向
に
添
わ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
た
。

第
二
節
　
二
十
一
年
度
を
含
め
た
各
議
員
の
陳
述
の
背
景
と
議
論
の
概
観

　翌
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
度
の
聯
合
村
会
の
報
告
で
は
、
予
算
削
減
の
限
界
が
証
明
さ
れ
た
。「
費
用
ハ
初
メ
之
ヲ
議
シ
タ
ル
ヨ
リ
ハ

予
想
ノ
外
ニ
出
テ
ヽ
当
時
ノ
参
考
書
ニ
掲
ケ
タ
ル
如
キ
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
甚
タ
難
カ
リ
シ
モ
、
苦
計
ヲ
回
ラ
シ
テ
彼
此
流
用
ヲ
モ
ナ
シ
辛
フ
シ
テ

処
弁
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
生
徒
数
は
予
測
の
一
四
〇
名
を
下
回
り
、
一
二
〇
名
（
裁
縫
生
約
二
〇
名
を
除
く
）
だ
っ
た
。
郡
書

記
伊
勢
に
よ
る
と
、
第
二
高
等
小
学
校
の
区
域
に
属
す
る
生
徒
は
三
〇
名
、
第
三
で
は
一
〇
名
し
か
な
く
、
書
記
や
一
部
の
議
員
が
危
惧
し

て
い
た
通
り
、
進
学
を
諦
め
た
り
、
他
二
校
の
開
設
を
期
待
し
た
り
す
る
住
民
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
住
民
の
疲
弊
に
加
え
て

新
た
に
土
地
整
理
事
業
も
課
さ
れ
、
負
担
は
さ
ら
に
増
え
た
。
以
上
の
結
果
を
考
慮
し
、
残
り
の
二
校
を
開
設
す
る
案
と
、
再
び
一
校
の
み

と
す
る
案
が
対
立
し
た2₅
。

ま
ず
、
二
校
開
設
を
目
指
す
二
四
番
加
藤
敬
が
修
正
を
提
案
し
た
。
原
案
の
二
六
二
六
円
八
二
銭
二
厘
を
一
六
八
三
円
四
〇
銭
に
大
き
く
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減
額
し
た
。
第
二
と
第
三
の
内
訳
か
ら
校
舎
借
上
料
を
外
し
た
が
、
そ
れ
は
「
小
牧
村
ニ
於
テ
ハ
村
方
ニ
於
テ
之
ヲ
寄
付
ス
ル
由
、
又
瀬
戸

村
ニ
於
テ
モ
開
校
ノ
上
ハ
其
ノ
寄
付
ハ
本
員
等
カ
理
事
者
ニ
向
テ
勧
告
ノ
労
ヲ
煩
ハ
サ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
見
込
ナ
リ
」
と
い
う
理
由
か
ら
で

あ
る
。「
小
牧
村
ハ
校
舎
料
等
ヲ
寄
附
致
度
ニ
付
為
御
参
考
上
申
ス
ル
ト
ノ
書
面
」
を
提
出
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
村
の
住
民
が
高
等
小
学

校
教
育
に
期
待
し
、
誘
致
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
前
年
度
の
二
一
番
江
崎
祐
八
の
主
張
の
背
景
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
瀬
戸
村
は
書

面
を
出
し
て
い
な
い
が
、
必
要
が
あ
れ
ば
加
藤
自
ら
が
勧
告
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
他
に
一
九
番
荻
原
鉾
之
助
、
一
〇
番
浅
見
政
助
が
二
校

開
設
の
修
正
を
提
案
し
た
。

対
し
て
一
校
の
み
を
維
持
す
る
立
場
と
し
て
、
一
三
番
河
村
吉
太
郎
が
八
五
六
円
二
七
銭
六
厘
を
提
案
し
た
。
極
端
な
減
額
を
提
案
し
た

河
村
と
、
一
〇
番
浅
見
、
一
九
番
荻
原
、
一
番
松
永
と
の
間
で
議
論
が
白
熱
し
た
。

十 

三
番
（
河
村
吉
太
郎
）（
前
略
）
抑
今
日
本
郡
ノ
民
情
ヲ
洞
観
ス
レ
ハ
諸
物
価
ノ
下
落
ニ
テ
年
一
年
ヨ
リ
負
担
ノ
多
キ
ヲ
見
ル
所
ニ

土
地
整
理
ノ
如
キ
新
令
出
テ
ヽ
一
層
蹙
額
ノ
状
ヲ
増
シ
タ
リ
、
且
ツ
已
ニ
一
タ
ヒ
之
ヲ
開
キ
タ
ル
上
ハ
其
補
助
ノ
負
担
永
年
ニ
免
ア

ル
能
ハ
ス
、
尤
モ
第
二
第
三
校
ノ
部
落
ト
モ
ニ
地
価
戸
数
ニ
対
ス
ル
ノ
賦
額
随
分
少
シ
ト
セ
ズ
、
彼
此
ヲ
参
ヘ
テ
之
ヲ
沈
考
ス
ル
ト

キ
ハ
三
校
ヲ
シ
テ
共
ニ
鼎
立
維
持
セ
シ
ム
ル
ハ
実
ニ
難
事
ナ
ル
ヘ
シ
、
是
レ
本
員
カ
今
度
ニ
於
テ
ハ
先
ツ
他
二
校
ノ
開
設
ヲ
止
メ
ン

ト
ス
ル
所
以
ナ
リ

　
（
中
略
）

十 

番
（
浅
見
政
助
）
十
三
番
ハ
第
二
校
第
三
校
ヲ
開
カ
サ
ル
ノ
見
込
ナ
ル
カ
、
本
郡
ノ
地
形
ヨ
リ
見
ル
ト
キ
ハ
三
校
ハ
ナ
ク
ン
ハ
ア
ル

ヘ
カ
ラ
ス
、
且
ツ
昨
年
ニ
於
テ
已
ニ
本
年
ハ
三
校
ヲ
開
ク
ノ
筈
ナ
レ
ハ
、
民
間
ニ
於
テ
モ
之
カ
開
設
ヲ
待
ツ
所
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

東
西
両
部
落
ニ
於
テ
ハ
実
ニ
不
通
ニ
シ
テ
且
不
公
平
ノ
感
ア
リ
ト
ス
ル
ナ
リ

十 

九
番
（
荻
原
鉾
之
助
）
之
ヲ
一
校
ニ
ナ
ス
カ
如
キ
ハ
郡
民
ニ
対
シ
テ
不
親
切
ナ
ル
ニ
似
タ
リ
、
苟
モ
郡
民
ヲ
シ
テ
便
宜
ヲ
得
セ
シ
メ

ン
ト
ナ
ラ
バ
三
校
ヲ
開
ク
ノ
恵
眼
タ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
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一 

番
（
松
永
左
衛
門
）
十
三
番
ノ
説
タ
ル
費
額
ノ
一
点
ヲ
憂
ヘ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
高
等
小
学
ノ
如
キ
固
ヨ
リ
格
別
ノ
盛
大
壮
観
ヲ

要
ス
ル
ノ
限
ニ
モ
ア
ラ
ズ
、
郡
内
ノ
子
弟
ヲ
シ
テ
均
シ
ク
高
等
学
科
ヲ
修
メ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、（
中
略
）
只
高
等
小
学
ノ

如
キ
中
央
ノ
一
校
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
東
西
隔
離
ノ
地
ニ
在
テ
甚
タ
不
便
ナ
リ
ト
ス
、
且
ツ
学
事
ニ
於
テ
余
リ
ニ
費
用
ヲ
吝
ム
ハ
得
策
ニ
ア

ラ
ズ
、
仍
テ
闔
郡
ノ
情
況
ヲ
平
観
公
観
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
費
ヲ
節
ス
ル
コ
ト
ハ
本
員
ニ
テ
モ
之
ヲ
知
ル
処
ナ
リ

ト
雖
モ
、
只
タ
減
費
ノ
ミ
ニ
□
泥
ス
ル
ハ
余
リ
取
ラ
ザ
ル
所
ナ
リ

十 

三
番
（
河
村
吉
太
郎
）（
前
略
）
今
日
郡
下
ノ
人
民
ヲ
挙
ケ
テ
之
ヲ
問
ハ
ン
ニ
三
校
ヲ
開
ク
ノ
便
ヨ
リ
ハ
一
校
ニ
ナ
ス
ノ
減
額
ヲ
喜

フ
モ
ノ
蓋
シ
多
数
ナ
ラ
ン
、
三
校
開
設
ハ
郡
民
ノ
望
ム
所
ナ
リ
ト
云
フ
カ
如
キ
ハ
只
就
学
父
兄
ニ
対
シ
テ
云
フ
ノ
言
タ
ル
ノ
ミ
本
員

ヤ
甘
ン
シ
テ
不
親
切
タ
リ
ト
ノ
攻
撃
ニ
服
セ
ズ
、
仍
テ
一
応
反
駁
ヲ
試
ム

十 

番
（
浅
見
政
助
）
熟
々
之
ヲ
察
ス
ル
ニ
三
校
ヲ
開
ク
ハ
到
底
多
数
父
兄
ノ
希
望
ヲ
抱
ク
所
ナ
リ
、
宜
シ
ク
之
ニ
従
フ
ヘ
キ
ナ
リ

廿 

四
番
（
加
藤
敬
）（
前
略
）
金
員
ノ
負
担
ヲ
減
少
ス
ル
ハ
多
数
人
民
ノ
望
ム
所
ナ
ル
ヘ
シ
、
然
レ
ト
モ
只
此
一
点
ノ
ミ
ニ
就
テ
極
論

ス
ル
ト
キ
ハ
遂
ニ
之
ヲ
全
廃
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
理
勢
ニ
至
ラ
ン
、
尤
モ
教
育
ノ
一
事
ハ
如
何
ニ
モ
シ
テ
普
及
上
進
ヲ
図
ラ
サ
ル

ヘ
カ
ラ
ス
、
モ
シ
一
校
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
東
西
ノ
両
部
落
ニ
於
テ
ハ
寄
宿
セ
シ
ム
ル
カ
如
キ
繁
雑
ノ
費
用
ヲ
負
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
之

ヲ
モ
顧
ミ
ズ
シ
テ
強
ク
一
校
ニ
止
メ
ン
コ
ト
ヲ
主
張
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
本
員
ノ
参
同
ス
ル
能
ハ
サ
ル
所
ナ
リ

　
河
村
が
三
校
設
立
反
対
の
理
由
と
し
て
物
価
の
下
落
と
土
地
整
理
事
業
、
そ
し
て
何
よ
り
地
価
に
触
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ

し
て
三
校
を
望
ん
で
い
る
の
は
就
学
生
徒
の
父
兄
の
み
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
年
と
変
わ
り
な
く
、
高
等
小
学
校
の
複
数
の
設
立

を
支
持
し
な
い
。
対
し
て
他
の
三
名
は
教
育
の
普
及
が
急
務
で
、
し
か
も
東
春
日
井
郡
の
地
形
で
は
一
校
の
み
と
い
う
の
は
不
都
合
だ
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
河
村
は
費
用
の
減
額
に
執
着
し
す
ぎ
だ
と
い
う
こ
と
の
二
点
を
指
摘
し
た
。

修
正
案
は
以
上
の
四
つ
で
、
う
ち
一
つ
が
開
設
を
見
送
る
主
張
で
あ
る
。
採
決
の
結
果
、
一
〇
番
浅
見
の
賛
成
者
が
二
名
、
一
九
番
荻
原

の
も
の
が
七
名
、
二
四
番
加
藤
の
も
の
が
七
名
、
一
三
番
河
村
の
も
の
が
一
二
名
（
席
次
番
号
二
、
四
、
七
、
九
、
一
二
、
一
三
、
一
四
、
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二
〇
、
二
五
、
二
六
、
二
九
、
三
一
）
だ
っ
た
。
三
校
全
て
を
開
設
す
べ
き
だ
と
す
る
議
員
が
一
六
名
、
一
校
の
み
を
主
張
す
る
議
員
は
一

二
名
で
、
前
者
が
辛
う
じ
て
過
半
数
（
出
席
議
員
二
八
名
）
を
と
っ
た
。
支
持
者
が
散
ら
ば
っ
た
た
め
に
い
ず
れ
も
不
成
立
で
、
提
案
者
四

名
を
修
正
委
員
に
指
名
し
、
第
二
次
会
で
協
議
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
次
会
で
提
出
さ
れ
た
修
正
案
は
二
四
番
加
藤
敬
が
取
り
ま
と
め
、
一
六
二
九
円
に
修
正
し
た
。
四
名
の
修
正
委
員
の
う
ち
、
一
三
番

河
村
は
意
見
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
前
回
提
出
し
た
案
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
出
席
し
た
。
そ
の
際
に
「
教
育
ノ
事
業
タ
ル
又
一
ノ
商
買
ニ

異
ナ
ラ
ズ
、
⋮
教
育
ヲ
買
ハ
ン
ニ
高
騰
ノ
銭
ヲ
以
テ
之
ヲ
買
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
果
シ
テ
少
数
ナ
ラ
ン
」
と
述
べ
て
い
る
。「
商
買
」
と
い

う
表
現
か
ら
、
二
校
開
設
を
支
持
す
る
議
員
ら
と
教
育
に
対
す
る
認
識
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
、
九
番
鈴
木
篤
左
衛
門
（
前
回
、

河
村
を
支
持
）
が
、
一
五
〇
〇
円
の
修
正
案
を
提
出
し
た
が
、
内
訳
と
二
校
開
設
の
是
非
を
理
事
者
に
一
任
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
の

結
果
、
二
四
番
加
藤
を
支
持
し
た
の
が
一
八
名
（
席
次
番
号
一
、
三
、
四
、
七
、
八
、
一
〇
、
一
一
、
一
六
、
一
七
、
一
八
、
一
九
、
二

〇
、
二
一
、
二
二
、
二
三
、
二
四
、
二
七
、
三
〇
）、
一
三
番
河
村
支
持
が
六
名
（
席
次
番
号
二
、
一
二
、
一
三
、
一
四
、
一
五
、
二
六
）、

九
番
鈴
木
支
持
が
四
名
（
九
、
二
五
、
二
八
、
三
一
）
だ
っ
た
。
河
村
の
支
持
者
が
三
分
裂
し
、
加
藤
の
支
持
者
が
過
半
数
を
と
っ
た
。
そ

の
後
、
第
三
次
会
を
経
て
二
十
一
年
度
か
ら
三
校
が
設
置
さ
れ
た2₆
。

明
治
二
十
年
度
以
降
の
東
春
日
井
郡
に
お
け
る
高
等
小
学
校
生
徒
数
の
推
移
は
、
表
４
の
通
り

で
あ
る
。
二
十
年
度
か
ら
二
十
三
年
度
で
は
、
生
徒
数
が
お
よ
そ
二
倍
に
な
っ
て
い
る
。
就
学
率

の
低
迷
が
続
く
一
方
で
、
高
等
小
学
校
の
生
徒
数
は
着
実
に
増
え
て
い
た
。
議
論
の
経
過
か
ら
推

察
す
る
に
、
そ
の
要
因
は
一
部
住
民
の
教
育
要
求
の
増
大
と
三
校
設
置
に
よ
る
通
学
の
利
便
性
向

上
で
あ
る
。

明
治
二
十
年
度
で
は
、
三
校
設
置
を
主
張
し
た
議
員
が
教
育
の
普
及
に
尽
力
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
二
四
番
加
藤
の
陳
述
な
ど
が
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
校
設
置
を
主
張

し
た
議
員
は
、
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。
高
等
小
学
校
の
必
要
性
を
認
め
る
一
方
で
、
住
民
の
た

表４
東春日井郡の高等小学校生徒数

生　徒　数
男 女 計

明治 20 年度 120 - 120
明治 21 年度 180 18 198
明治 22 年度 204 12 216
明治 23 年度 225 16 241
明治 24 年度 229 21 250
明治 25 年度 177 43 220
明治 26 年度 317 38 355
明治 27 年度 346 38 384

『愛知県統計書』（明治 20～27 年）より
作成
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め
に
予
算
の
減
額
を
試
み
た
者
と
、
負
担
の
軽
減
の
み
に
固
執
す
る
者
で
あ
る
。
二
十
年
度
は
、
将
来
的
に
は
三
校
設
置
が
望
ま
し
い
と
表

明
す
る
議
員
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
中
で
教
育
普
及
に
積
極
的
だ
っ
た
の
は
加
藤
敬
と
、
彼
を
支
持
す
る
議
員
に
限
ら
れ
て

い
た
。

翌
二
十
一
年
度
に
は
残
り
二
校
の
増
設
が
円
滑
に
決
ま
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
実
際
は
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
予
算
案
の
審
議
が
行
わ
れ

た
。
特
に
増
設
に
反
対
し
て
い
た
の
が
一
三
番
河
村
吉
太
郎
（
春
日
井
村
）
で
、
第
一
次
会
ま
で
は
本
人
を
含
め
て
一
二
名
の
支
持
を
獲
得

し
て
い
た2₇
。
同
じ
く
春
日
井
地
域
出
身
の
高
木
悦
太
郎
（
味
美
村
）
と
林
小
参
（
和
爾
良
村
）（
二
人
が
議
論
に
参
加
し
た
の
は
、
二
十
年

度
の
み
）
と
は
、
明
ら
か
に
語
気
や
主
張
の
様
子
が
異
な
り
、
非
常
に
強
い
調
子
で
述
べ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
ヵ

村
は
春
日
井
村
に
隣
接
し
て
い
る
が
、
河
村
ほ
ど
予
算
削
減
に
固
執
し
て
い
る
様
子
は
な
か
っ
た
。
特
に
林
は
、
予
算
に
ほ
と
ん
ど
言
及
し

て
い
な
い
。
三
ヵ
村
の
小
作
農
率
と
経
営
規
模
別
農
家
の
構
成
に
は
大
き
な
差
が
見
ら
れ
ず2₈
、
出
身
村
の
利
益
代
表
と
し
て
聯
合
村
会
に
出

席
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
、
林
と
河
村
の
陳
述
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
林
は
、
提
案
の
冒
頭
で
愛
知
県
内
の
各
郡
で
ど

れ
だ
け
の
高
等
小
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
マ
ク
ロ
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
人
物
だ
と
見
な
す
こ
と
が

出
来
る
。
対
し
て
河
村
は
「
巨
額
ノ
費
用
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
ガ
最
モ
信
用
ヲ
欠
ク
⋮
」
や
「
本
郡
ノ
民
情
ヲ
洞
観
ス
レ
ハ
⋮
」
の
よ
う
に
、
郡

内
の
住
民
の
疲
弊
を
論
拠
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
比
較
的
ミ
ク
ロ
な
視
点
で
論
じ
て
い
る
。
郡
の
発
展
の
捉
え
方
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
え

る
。
ま
た
、
林
は
明
治
十
年
代
に
地
租
改
正
反
対
運
動
を
率
い
た
林
金
兵
衛
の
養
子
で
あ
り2₉
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
他
二
名
と

地
主
一
四
六
人
の
代
表
と
し
て
、
田
畑
宅
地
価
特
別
軽
減
の
歎
願
運
動
を
展
開
し
て
い
る₃₀
。
そ
し
て
河
村
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）

の
濃
尾
地
震
を
受
け
て
愛
知
県
が
三
ヵ
年
の
地
租
延
納
を
認
め
る
法
律
を
公
布
し
、
地
租
延
納
対
象
者
を
決
定
し
た
際
に
不
正
が
あ
っ
た
と

主
張
し
、
春
日
井
村
長
と
し
て
反
対
運
動
の
先
頭
に
立
っ
た₃4
。
二
十
年
代
に
お
い
て
も
、
未
だ
地
租
が
住
民
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
で
あ

り
、
県
と
の
関
係
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
二
者
の
行
動
に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
相
違
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
の
よ
う
な

視
点
の
違
い
で
あ
る
。
河
村
が
、
陳
述
で
地
価
に
触
れ
た
こ
と
や
、
住
民
の
負
担
軽
減
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
要
因
が
考

え
ら
れ
る
。



明治中期における住民の価値意識と教育要求 ― 愛知県東春日井郡の事例 ―

（ 53 ）

二
十
一
年
度
第
二
次
会
に
は
、
河
村
の
支
持
者
は
一
二
名
か
ら
五
名
に
減
少
し
た
。
転
換
し
た
者
の
う
ち
、
三
名
は
九
番
鈴
木
篤
左
衛
門

支
持
に
回
る
。
鈴
木
は
、
三
校
設
置
の
是
非
と
予
算
の
内
訳
を
全
て
理
事
者
に
一
任
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
臨
時
会
に
よ
っ
て
増
額
も
す
る
と

述
べ
た
。
こ
の
提
案
に
支
持
者
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背
後
に
疲
弊
す
る
住
民
も
、
高
等
小
学
校
を
望
む
住
民
も
お
ら
ず
、
自
ら
も

教
育
に
対
し
て
無
関
心
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
他
四
名
は
残
り
二
校
を
設
置
す
る
加
藤
の
案
の
支
持
に
回
っ
た
。
こ
う
し
て
概
観
す
る
と
、

聯
合
村
会
に
お
け
る
二
年
間
の
議
論
は
、
限
ら
れ
た
議
員
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に
大
島
宇
吉
、
高
木
悦
太
郎
、
加
藤

敬
、
河
村
吉
太
郎
、
林
小
参
、
松
永
左
衛
門
、
浅
見
政
助
は
、
新
聞
「
新
愛
知
」
で
「
東
春
日
井
郡
二
十
傑
」
と
し
て
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い

た
者
で
あ
る₃2
。
こ
れ
よ
り
、
少
数
の
議
員
の
政
治
的
な
影
響
力
が
議
論
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
他
の
議
員
が
支
持
を
転

換
す
る
こ
と
で
合
意
が
為
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
各
々
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
会
に
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
就
学
に
関
す
る
住
民
の
出
願
状
況
　

聯
合
村
会
に
よ
っ
て
高
等
小
学
校
が
三
校
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
当
時
の
保
護
者
や
子
ど
も
た
ち
は
学
校
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
行
動
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
勝
川
村
な
い
し
東
春
日
井
郡
に
残
さ
れ
た
尋
常
小
学
校
の
「
就
学
猶
予
願
」、「
就
学
猶
予
許
可
申
請
」、

そ
し
て
高
等
小
学
校₃₃
の
「
授
業
料
減
額
願
」、「
退
校
願
」
を
用
い
て
解
明
を
試
み
る
。

勝
川
村
は
、
現
在
春
日
井
市
の
行
政
、
経
済
の
中
心
に
あ
た
り
、
地
図
１
の
西
部
に
位
置
す
る
。
勝
川
村
の
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八

八
）
に
お
け
る
小
作
率
は
一
九
・
八
九
％
、
兼
業
は
八
・
三
八
％
で
、
自
作
農
と
自
小
作
農
と
を
合
わ
せ
る
と
八
〇
・
一
〇
％₃4
が
地
租
を

納
税
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
郡
全
体
と
比
較
す
れ
ば
、
小
作
農
が
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
農
民
の
分

解
が
進
み
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
勝
川
町
（
明
治
二
十
六
年
に
町
と
な
る₃₅
）
の
小
作
率
は
六
八
・
〇
二
％
と
な
る
（
明
治
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）
に
勝
川
町
が
味
美
村
、
柏
井
村
、
春
日
井
村
と
合
併
し
た₃₆
た
め
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
）。
ま
た
明
治
二
十
四
年
（
一
八

九
一
）
に
起
こ
っ
た
濃
尾
地
震
被
害
に
関
す
る
綴
「
震
災
ニ
罹
ル
進
達
及
被
害
人
民
ヨ
リ
届
出
書
類
綴₃₇
」
に
記
さ
れ
て
い
た
住
民
の
財
産
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額
の
分
布
（
表
５
）
は
、
無
産
以
上
二
〇
円
以
下
の
合
計
が
九
八

戸
、
一
方
で
一
〇
一
円
以
上
が
四
七
戸
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
し

た
。
そ
の
間
、
二
一
円
以
上
一
〇
〇
円
以
下
に
は
か
な
り
の
幅
が

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
五
九
戸
の
み
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
代
前
半

の
勝
川
村
民
は
経
済
的
上
層
と
下
層
で
大
き
く
分
か
れ
て
お
り
、

中
間
層
が
非
常
に
少
な
か
っ
た
の
だ
。

本
章
で
使
用
す
る
資
料
は
「
明
治
廿
一
年
（
一
八
八
八
）　

諸
願
伺
届
書
留　

勝
川
村
役
場₃₈
」
の
所
収
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
の
「
震
災
被

害
ニ
罹
ル
進
達
及
被
害
人
民
ヨ
リ
届
出
書
類
綴
」
の
名
簿
を
利
用
し
、
財
産
額
、
地
価
、
年
齢
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
人
員
の
把
握
を
行
っ

た
。
被
災
者
の
各
種
救
済
に
関
す
る
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
行
政
が
そ
れ
ら
を
使
っ
て
各
家
庭
（
同
居
人
や
寄
留
者
を
除
く

意
味
で
、
世
帯
で
は
な
く
家
庭
と
い
う
語
句
を
使
用
す
る
）
の
経
済
状
況
を
判
断
し
て
い
た
と
見
ら
れ
、
有
用
と
考
え
た
（
以
下
の
資
料

は
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
公
人
で
な
い
住
民
の
姓
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
代
え
て
住
所
部
分
を
空
欄
と
し
、
伏
せ
る

こ
と
と
す
る
。
同
姓
の
場
合
は
適
宜
別
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
使
用
し
た
）。
ま
ず
尋
常
小
学
校
の
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）「
就
学
猶

予
願
」
だ
が
、
現
存
す
る
の
は
三
件
で
児
童
数
は
一
八
名
（
男
子
九
名
、
女
子
九
名
）
で
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
の
一
三
件
の
財
産
額
は
、

表
６
の
通
り
で
あ
る
（
一
件
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
）。
こ
の
表
で
は
児
童
ら
の
母
親
は
算
入
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
除
け

ば
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
三
名
、
多
い
と
こ
ろ
で
は
一
〇
名
と
各
戸
の
人
員
数
に
開
き
が
あ
る
。
そ
し
て
郡
が
人
員
を
一
〇
歳
以
上
、
七
〇
歳

未
満
の
男
子
と
一
〇
歳
未
満
、
七
〇
歳
以
上
の
男
女
と
に
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
前
者
が
働
く
こ
と
の
で
き
る
年
齢
だ
と
認
識
さ

れ
て
お
り
、
女
子
は
主
要
労
働
力
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
就
学
猶
予
願
」
は
五
月
末
か
ら
六
月
に
か
け
、
勝
川
村
外
三
个
村
戸
長
古
川
鑽
太
郎
が
ま
と
め
て
郡
長
服
部
直
衡
に
上
申
し
た
。
六
月

十
一
日
の
上
申
書
に
は
「
担
当
内
勝
川
村
尋
常
小
学

0

0

0

0

々
齢
児
童
中
家
計
貧
困
之
者
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
全
て
の
就
学
猶
予
願
が
許
可
さ
れ

た
の
か
は
資
料
が
な
く
不
明
だ
が
、
彼
ら
は
教
育
を
受
け
ら
れ
る
状
況
に
な
い
ほ
ど
貧
困
状
態
に
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
や
は
り
子

表５　財産額分布表

財産額（円） 戸数
0 　　 3
1 ～ 5 26
6 ～ 10 29

11 ～ 15 27
16 ～ 20 13
21 ～ 25 5
26 ～ 30 4
31 ～ 35 4
36 ～ 40 3
41 ～ 50 8
51 ～ 60 5
61 ～ 70 8
71 ～ 80 7
81 ～ 90 9
91 ～ 100 6

101 ～ 47
計 204

1 戸不明

「震災窮民へ食料御給与
ノ件申告」（「明治廿四年
十月廿八　震災ニ罹ル進
達及被害人民ヨリ届出書
類綴」東春日井郡勝川村
役場）より作成。
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ど
も
が
学
校
に
通
う
授
業
料
を
払
う
こ
と
が
で
き
ず
、
働
か
せ
る
た

め
に
時
間
を
作
る
余
裕
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
三
件
を

取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
表
６
の
Ｙ
家
で
あ
る
。

猶
予
し
て
ほ
し
い
学
齢
児
童
は
保
護
者
の
甥
で
あ
る
。
お
じ
の
房

吉
の
も
と
で
生
活
し
て
い
た
。
房
吉
は
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九

六
）
に
も
女
子
一
名
の
就
学
猶
予
を
申
請
し
て
い
る₃₉
が
、
理
由
は
や

は
り
「
赤
貧
」
で
あ
る
。
Ｙ
家
は
明
治
二
十
四
年
で
財
産
額
一
二

円
、
土
地
を
持
っ
て
い
な
い
小
作
人
の
家
で
あ
る
。
財
産
額
と
地
価

か
ら
、
今
回
の
申
請
で
最
も
貧
し
い
。
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
貧
窮

す
る
家
庭
が
就
学
猶
予
を
し
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
わ
か
る
。
こ
の

後
に
起
こ
っ
た
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
の
濃
尾
地
震
と
二
十

九
年
の
水
害
で
貧
し
さ
を
増
す
一
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
Ｙ
家
が
申
請
し
た
理
由
は
紛
れ
も
な
く
貧
困
で
、
程
度
に

差
は
あ
る
が
、
他
の
申
請
者
に
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

を
前
提
と
し
た
上
で
別
に
理
由
が
あ
る
場
合
も
存
在
す
る
。
明
治
三

十
年
代
後
半
に
な
っ
て
就
学
率
が
九
割
を
超
え
る
ま
で
は
、
女
子
の

就
学
率
が
全
国
的
に
低
く
、
そ
の
背
景
に
は
貧
困
に
加
え
て
女
子
教

育
の
軽
視
が
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、『
愛
知
県
教
育

史
』
に
も
同
内
容
の
記
述
が
あ
る4₀
。
次
の
二
件
目
の
資
料
は
、
そ
の

実
情
を
示
し
て
い
る
。

表６　就学猶予申請者の比較

保護者氏名 児童名 続柄 財産額（円） 地価（円） 10～70男 ～10,70～男女 補足
1 H 善市 こう 長女？ 109.000 219.600 1 5
2 H 惣三郎 冨次郎 三男 65.000 144.800 4 6
3 T 儀助 すう 二女 12.500 25.780 0 3 M.24 の戸主は富太郎
4 K 善左衛門 栄太郎 孫

45.000 79.650 3 3
小ぎん 孫

5 Y 房吉 彦次郎 甥
12.000 なし 1 4

徳次郎 甥
6 M 喜左衛門 与喜次郎 長男

20.000 2 6
きん 長女

7 N 伊三郎 きり 長女 93.000 106.820 1 2
8 H 彦三郎 金次郎 長男 M.24 の資料に存在し

ないかた 長女
9 M 初次郎 丈松 弟

41.000 29.830 3 2
伊平弟 弟

10 Z 乙吉 くわ 二女 39.000 53.350 3 6
11 K 喜助 熊次郎 長男

152.000 244.980 1 5 M.24 の戸主は熊次郎
（16 歳）くら 長女

むら 二女
13 N 甚四郎 かく 長女 160.000 2 5
14 M 伊蔵 かま 長女 52.000 75.720 1 2

明治二十一年「諸願伺届書留」（勝川村役場）および「明治廿四年十月廿八日　震災被害ニ罹ル進達及被害人民
ヨリ届出書類綴」（東春日井郡勝川役場）（ともに春日井市教育委員会所蔵）より作成
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就
学
猶
予
願

　
　
　

東
春
日
井
郡
勝
川
村　
　
　
　

平
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｚ
乙
吉　

二
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
わ　

明
治
十
三
年
十
二
月
八
日
生

 　

右
之
者
就
学
致
サ
ス
ベ
キ
ノ
処
弟
重
吉
ナ
ル
者
就
学
罷
在
候
ニ
付
両
名
ト
モ
一
時
就
学
之
義
ハ
家
政

　

上
赤
貧
ニ
シ
テ
到
底
難
行
届
候
間
明
治
廿
一
年
四
月
一
日
ヨ
リ
同
廿
二
年
三
月
三
十
一
日
マ
テ
就
学

　

御
猶
予
相
成
度
此
段
奉
願
候
也

父
親
の
乙
吉
は
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
の
「
就
学
猶
予
許
可
申
請
」
に
も
男
子
一
名
と
女
子
二
名
の
就
学
猶
予
を
申
請
し
て
い

る
。
い
ず
れ
も
そ
の
理
由
は
「
赤
貧
」
で
あ
る
。
先
の
表
か
ら
財
産
額
も
地
価
も
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
願
書
の
注
目
す
べ
き
点
は
他

の
も
の
と
文
の
趣
旨
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
他
の
一
三
件
は
申
請
理
由
を
「
右
之
者
従
来
赤
貧
（
ま
た
は
貧
窮
）
ニ
シ
テ
極
生
計
ニ
苦

シ
ミ
就
学
セ
シ
メ
難
ク
候
」
と
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
Ｚ
家
の
場
合
は
く
わ
の
弟
の
就
学
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
男
子
の
教
育
を
優
先

し
、
女
子
を
後
回
し
に
す
る
住
民
の
価
値
観
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
乙
吉
は
本
来
な
ら
ば
二
人
分
の
授
業
料
を
納
入
し
て
く
わ
も
重
吉
も

学
校
に
通
わ
せ
る
べ
き
だ
が
、
家
が
貧
し
い
と
い
う
理
由
で
、
教
育
が
よ
り
必
要
だ
と
考
え
る
重
吉
だ
け
を
就
学
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
当

時
の
授
業
料
は
一
律
で
は
な
く
、
五
銭
か
ら
五
〇
銭
で
、
三
銭
ま
で
減
額
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
と
東
春
日
井
郡
の
授
業
料
平
均
額
は
既
に
述

べ
た44
。
Ｚ
家
の
場
合
は
減
額
対
象
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
二
人
を
同
時
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
よ
う

だ
。
こ
の
よ
う
に
貧
し
さ
の
た
め
に
選
択
を
迫
ら
れ
た
と
き
、
男
子
を
優
先
す
る
保
護
者
の
価
値
観
が
女
子
の
低
就
学
率
、
就
学
猶
予
願
の

背
景
に
あ
っ
た
。
Ｚ
家
が
姉
弟
の
両
方
で
は
な
く
、
片
方
だ
け
の
猶
予
を
申
請
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
生
活
の
窮
乏
す
る
家
庭
で

あ
っ
て
も
就
学
義
務
の
理
解
と
教
育
要
求
が
あ
っ
た
。

続
い
て
、
表
の
Ｋ
家
で
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
は
、
当
時
一
六
歳
の
熊
次
郎
が
戸
主
に
な
っ
て
い
る
。
父
親
の
喜
助
は
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老
齢
で
、
十
分
に
働
け
な
い
か
、
既
に
死
亡
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
の
時
点
で
既
に
熊
次
郎
が
主
要
労
働
力

だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
財
産
額
は
他
と
比
較
し
て
か
な
り
高
い
が
、
表
が
示
す
よ
う
に
二
十
四
年
現
在
で
一
〇
歳
以
上
、
七
〇
歳
未
満
の

男
子
が
熊
次
郎
し
か
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
が
Ｋ
家
の
収
入
の
多
く
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
く
ら
は
一
五
歳
、
む
ら
は
一

二
歳42
な
の
で
二
人
と
も
表
で
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
熊
次
郎
を
戸
主
と
し
て
、
三
人
が
少
な
く
と
も
五
人
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
二
十
一
年
に
三
人
の
就
学
猶
予
を
出
願
し
た
の
は
、
年
長
の
子
ど
も
が
主
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
申
請
理
由
は
貧
困
と
い
う
よ
り
も
学
齢
児
童
が
主
要
労
働
力
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
家
庭
環
境
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
一
八
件
中
注
目
す
べ
き
特
徴
を
持
つ
家
庭
を
三
件
見
て
き
た
。
Ｙ
家
は
極
め
て
貧
し
い
経
済
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
申
請
理
由

だ
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
貧
困
が
児
童
の
就
学
を
抑
制
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
示
し
て
い
た
。
一
方
、
Ｚ
家
で

は
女
子
よ
り
も
男
子
を
優
先
的
に
就
学
さ
せ
る
と
い
う
保
護
者
の
価
値
観
が
あ
っ
た
こ
と
が
資
料
か
ら
改
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
こ

に
は
家
計
が
貧
窮
し
て
い
る
た
め
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
児
童
を
姉
と
弟
の
ど
ち
ら
か
に
選
択
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
Ｚ
家
は
財
産

額
、
地
価
額
、
人
員
を
他
と
比
較
し
て
も
、
姉
弟
の
二
人
と
も
申
請
し
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、
弟
は
就
学
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
教
育

要
求
が
勝
川
村
の
貧
困
家
庭
に
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
た
。
最
後
に
Ｋ
家
は
他
と
比
較
す
る
と
経
済
力
が
低
い
と
言
え
な
い

が
、
学
齢
児
童
の
労
働
が
生
活
に
直
結
す
る
と
い
う
家
庭
環
境
が
就
学
を
抑
制
し
て
い
た
こ
と
が
資
料
か
ら
推
察
さ
れ
た
。

続
い
て
、
高
等
小
学
校
の
事
例
で
あ
る
。
義
務
教
育
で
は
な
い
が
、
退
校
や
授
業
料
の
減
額
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
を
検
討

す
る
こ
と
は
、
聯
合
村
会
の
決
議
に
対
し
て
住
民
が
と
っ
た
行
動
を
知
る
上
で
非
常
に
有
意
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
退
校
願
」
と
郡
長
に
出

さ
れ
た
「
授
業
料
減
額
願
」
を
分
析
す
る
。
次
の
資
料
は
女
子
生
徒
の
「
退
校
願
」
で
あ
る
。

　
　

退
校
願

　
　
　

東
春
日
井
郡
勝
川
村
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Ｈ
直
右
衛
門
長
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぎ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
六
年
七
月
廿
四
日
生

　

 
右
之
者
客
年
拾
月
御
校
ヘ
入
学
為
致
候
処
今
般
内
輪
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
出
来
シ
本
人
ヲ
要
セ
ザ
レ
ハ
差
支
ヲ
生
シ
候
ニ
付
前
情
御
旧

案
退
校
之
義
御
聞
許
被
成
下
度
此
段
奉
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　

明
治
二
十
一
年
二
月
二
日　
　
　
　
　

Ｈ
直
右
衛
門
㊞

　

東
春
日
井
郡
第
一
高
等
小
学
校
長
伊
勢
良
量
殿

明
治
二
十
四
年
で
の
財
産
額
は
三
五
円
、
地
価
は
六
六
円
九
六
銭
で
あ
る
。
尋
常
小
学
校
の
就
学
猶
予
申
請
を
し
た
家
庭
と
照
ら
し
て
み

て
も
大
差
が
な
い
。
退
校
届
を
「
本
人
ヲ
要
セ
ザ
レ
ハ
差
支
ヲ
生
シ
」
る
と
い
う
理
由
で
提
出
し
て
も
よ
さ
そ
う
だ
。
ぎ
ん
は
明
治
二
十
年

十
月
に
入
学
し
て
い
る
が
、
在
籍
し
た
二
十
年
末
の
『
愛
知
県
統
計
書
』
に
よ
る
と
東
春
日
井
郡
で
高
等
科
に
在
籍
す
る
男
子
が
百
二
十
名

に
対
し
、
女
子
の
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
統
計
か
ら
漏
れ
る
ほ
ど
女
子
生
徒
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
翌
二
十
一
年
末
の

就
学
率
は
三
四
・
六
一
％
（
表
１
）
な
の
で
あ
り
、
女
子
就
学
率
は
も
ち
ろ
ん
さ
ら
に
低
い
（
一
四
・
一
七
％4₃
）。
し
か
も
高
等
小
学
校
に

在
籍
す
る
女
子
生
徒
は
男
子
一
八
〇
名
に
対
し
て
一
八
名
と
男
子
の
一
割44
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
子
の
高
等
小
学
校
進
学
が
非
常
に
稀

だ
っ
た
当
時
、
全
く
裕
福
と
言
え
な
い
経
済
状
況
に
あ
る
Ｈ
家
の
女
子
が
、
年
度
の
途
中
か
ら
、
し
か
も
わ
ず
か
四
か
月
な
が
ら
進
学
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
保
護
者
が
女
子
の
教
育
を
重
視
し
、
そ
の
要
求
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
尽
力
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
は
例
外
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
「
授
業
料
減
額
願
」
だ
が
、
添
付
さ
れ
た
「
財
産
調
書
」
と
と
も
に
紹
介
す
る
。



明治中期における住民の価値意識と教育要求 ― 愛知県東春日井郡の事例 ―

（ 59 ）

　
　

授
業
料
減
額
願

　
　
　

東
春
日
井
郡
勝
川
村　
　

平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｏ
直
左
衛
門
之
次
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
二
年
八
月
廿
五
日
生

　
般
ノ
下
本
郡　

右
之
者
今
般
御
校
ニ
入
学
為
致
候
処
家
赤
貧
ニ
シ
テ
御
定
額
ノ
授
業
料
相
納
候
哉
之
到

　
第
一
高
等
小　

底
難
堪
ニ
付
格
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
何
分
之
減
額
御
聞
済
被
成
下
度
依
テ
財
産
調
書
此

　
学
校
ノ
九　

   

添
此
段
奉
願
候
也

　
学
ヲ
脱
ス　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　

明
治
廿
一
年
五
月
拾
日　
　
　
　
　

Ｏ
直
左
衛
門
㊞

東
春
日
井
郡
長
服
部
直
衡
殿

　
　

　

願
之
趣
允
許
シ
金
弐
拾
銭
ニ
低
減
ス

　

明
治
二
十
一
年
七
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　

愛
知
県
東
春
日
井
郡
長
服
部
直
衡
㊞

　
　
　

　

財
産
調
書

　
　

東
春
日
井
郡
勝
川
村
内
所
有
地
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一
反
別
五
反
四
畝
歩

　
　
　

此
地
価
百
九
拾
七
円
四
拾
五
銭

　
　
　

此
地
租
金

　
　

此
所
得
金
拾
五
円
八
拾
銭

　
　

一
借
用
金
百
三
十
五
円
也

　
　

一
家
族
五
名

　
　

右
□
□
□
相
違
無
之
候
也

　
　
　
　
　

東
春
日
井
郡
勝
川
村

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
で
は
、
直
左
衛
門
か
ら
武
左
衛
門
に
戸
主
が
代
わ
っ
て
お
り
、
財
産
額
は
八
九
円
で
あ
る
。
入
学
後
、
約

一
个
月
で
出
願
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
三
〇
銭
の
授
業
料
が
二
〇
銭
に
減
額4₅
さ
れ
た
。
こ
こ
で
Ｏ
家
に
お
い
て
も
尋
常
小
学
校
の
就
学

猶
予
申
請
を
し
た
各
家
庭
（
表
６
）
と
財
産
額
や
地
価
を
、
家
族
人
員
も
加
味
し
て
比
較
し
て
み
た
。
す
る
と
高
い
位
置
に
は
あ
る
が
、
そ

れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
借
用
金
が
一
三
五
円
あ
る
。（「
就
学
猶
予
願
」
か
ら
所
得
金
や
借
用
金
は
不
明
で
あ

る
）
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
り
な
が
ら
子
ど
も
を
進
学
さ
せ
、「
退
校
願
」
で
は
な
く
「
授
業
料
減
額
願
」
を
提
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
家
計
が
苦
し
く
て
も
教
育
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
例
も
や
は
り
保
護
者
が
高
等
小
学

校
で
の
教
育
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
高
等
小
学
校
の
卒
業
生
は
非
常
に
少
な
か
っ
た4₆
が
、
義
務
教
育
の
就
学
率
が
低
い
な
か

で
、
貧
し
い
な
が
ら
も
進
学
さ
せ
た
事
実
は
注
目
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

高
等
小
学
校
に
進
学
さ
せ
る
家
庭
で
は
経
済
的
に
多
少
の
無
理
が
生
じ
て
で
も
教
育
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
保
護
者
の
意
識
が
あ
っ
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た
。
財
産
額
の
さ
し
て
高
く
な
い
家
庭
の
女
子
や
、
借
用
金
が
か
な
り
あ
る
男
子
で
も
高
等
小
学
校
の
入
学
す
る
事
例
が
そ
れ
を
物
語
っ
て

い
る
。
女
子
教
育
に
つ
い
て
は
、
事
例
や
就
学
率
の
低
さ
が
示
す
よ
う
に
不
要
だ
と
捉
え
る
住
民
が
多
く
い
た
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
経

済
的
下
層
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
重
要
性
、
必
要
性
を
理
解
し
て
い
る
住
民
が
い
た
。
筆
者
は
以
上
の
考
察
か
ら
、
経
済
力
だ
け
を
背
景
と
し

な
い
保
護
者
の
価
値
観
の
分
化
が
起
こ
っ
て
い
た
と
結
論
付
け
る
。
常
態
的
に
経
済
力
の
乏
し
い
住
民
に
起
こ
っ
た
分
化
は
貧
窮
と
い
う
事

実
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
貧
窮
を
前
提
に
し
て
就
学
・
進
学
さ
せ
る
か
否
か
と
い
う
保
護
者
の
意
思
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
。
生

活
に
直
結
す
る
問
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
高
等
小
学
校
に
子
ど
も
を
通
わ
せ
て
い
た
保
護
者
の
教
育
要
求
は
か
な
り
大
き
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
郡
の
就
学
率
を
概
観
す
れ
ば
、
明
治
十
六
、
十
七
年
に
は
尾
張
平
均
に
近
づ
き
、
回
復
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
か
ら
減
少
、
低
迷

し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
次
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
デ
フ
レ
と
農
作
物
の
収
穫
量
減
少
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

授
業
料
徴
収
な
ど
の
各
規
則
の
制
定
が
相
次
い
で
住
民
の
関
心
が
教
育
か
ら
遠
の
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
近
隣
地
域
や
郡
全
体
で
議
員
、
有
力

者
の
間
に
お
け
る
合
意
形
成
が
で
き
て
お
ら
ず
、
教
育
事
業
が
発
展
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
明
治
二
十
年
に
聯
合
村
会
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
は
、
議
員
の
意
識
が
少
し
ず
つ
統
一
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
明
治
二
十
年

度
に
お
い
て
は
、
高
等
小
学
校
を
愛
知
県
か
ら
指
定
さ
れ
た
三
校
で
は
な
く
、
一
校
を
設
置
し
た
。
こ
の
と
き
、
ま
ず
一
校
を
開
校
す
る
と

い
う
こ
と
を
支
持
す
る
議
員
が
過
半
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
住
民
の
疲
弊
が
継
続
し
て
い
た
二
十
一
年
度
に
は
、
議
論
を
重
ね
て
い
く
う

ち
に
議
員
の
多
く
が
、
残
り
二
校
の
設
置
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
要
因
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
前
年
度
の
決
議
に
は
、
二
十
一
年

度
に
三
校
を
揃
え
る
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
、
教
育
要
求
の
高
ま
っ
た
一
部
住
民
が
、
二
つ
の
高
等
小
学
校
の
設
置
に
期
待

を
寄
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二
十
一
年
度
に
寄
付
を
申
し
出
て
い
た
小
牧
村
や
、
資
料
が
示
し
た
よ
う
に
経
済
的
な
困
難
を
押
し
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て
、
ま
た
女
子
で
あ
っ
て
も
高
等
小
学
校
に
子
ど
も
を
通
わ
せ
た
住
民
の
存
在
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
彼
等
を
含
め
、
二
校
の
開
設
を
求
め
た

住
民
が
、
当
初
か
ら
三
校
設
置
を
訴
え
て
い
た
議
員
の
気
運
を
高
め
、
他
の
議
員
の
意
識
も
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点

に
お
い
て
、
東
春
日
井
郡
の
教
育
普
及
へ
の
道
は
住
民
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
を
実
現
に
導
い
た
の
は
聯
合
村
会
で
あ
っ

た
。
高
等
小
学
校
が
三
校
設
置
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
生
徒
数
は
着
実
に
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
聯
合
村
会
の
地
域
教
育
史
に
お
け

る
意
義
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
小
学
簡
易
科
の
児
童
が
増
加
し
、
就
学
率
は
低
迷
を
続
け
た
。
資
料
か
ら
は
、
女
子
教
育
を
先
送
り
し
よ
う
と

す
る
因
襲
的
観
念
や
、
主
要
労
働
力
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
学
齢
児
童
の
存
在
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
当
時
の
統
計
か
ら
本
郡
の
疲
弊
は
明

ら
か
で
、
そ
れ
ら
が
小
学
簡
易
科
の
必
要
性
を
高
め
、
就
学
率
低
迷
の
背
景
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
林
小
参
や
河
村
吉
太
郎
、
鈴

木
篤
左
衛
門
の
陳
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
教
育
事
業
に
消
極
的
、
否
定
的
で
あ
っ
た
り
、
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
り
す
る
住
民
も
多
く

残
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
東
春
日
井
郡
の
住
民
は
教
育
を
め
ぐ
っ
て
二
分
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
各
家
庭

の
経
済
力
の
み
に
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
二
十
年
代
初
頭
の
東
春
日
井
郡
は
、
よ
う
や
く
議
員
、
有
力
者
が
教
育
事
業
の
進
展
に
向
け
て
合
意
に
至
っ
た
時
期
に
あ
っ
た
。
尋

常
、
高
等
小
学
校
を
地
域
に
根
付
か
せ
る
基
盤
を
形
成
し
始
め
る
段
階
に
あ
っ
た
た
め
、
町
村
に
任
さ
れ
る
義
務
教
育
で
は
特
に
、
地
域
ご

と
で
意
識
の
隔
た
り
が
残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
今
後
の
教
育
社
会
史
的
研
究
の
課
題
を
い
く
つ
か
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
統
計
や
旧
役
場
の
行
政
文
書
、
願
書
を
用
い
た

が
、
残
念
な
が
ら
保
護
者
の
意
識
が
変
容
し
て
い
く
、
よ
り
決
定
的
な
契
機
を
解
明
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
東
春
日
井
郡
と
途
中

ま
で
同
じ
よ
う
な
就
学
率
の
推
移
を
た
ど
っ
た
愛
知
郡
な
ど
の
他
郡
と
比
較
し
な
が
ら
、
社
会
構
造
や
そ
の
変
化
と
住
民
の
意
識
、
学
校
と

の
関
係
性
の
移
り
変
わ
り
を
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
域
住
民
の
教
育
に
対
す
る
姿
勢
を
さ
ら
に
浮
き
彫
り
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
稿
が
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
、
地
域
住
民
と
し
て
の
学
校
と
の
関
わ
り
方
を
考
え
直
す
一
つ
の
問
題
提
起
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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注1　
  

歴
史
学
の
分
野
で
は
、
大
石
嘉
一
郎
『
近
代
日
本
の
地
方
自
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）、
土
方
苑
子
『
近
代
日
本
の
学
校
と
地
域
社
会
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
を
例
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

  

花
井
信
『
近
代
日
本
地
域
教
育
の
展
開
』（
梓
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
二
〇
～
二
三
頁
。

3　

 

注
二
と
同
書　

四
六
～
五
七
頁
。

4　

 

坂
本
紀
子
『
明
治
前
期
の
小
学
校
と
地
域
社
会
』（
梓
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
九
四
～
二
一
〇
、三
〇
一
～
三
〇
五
頁
。

5　

  

石
井
昭
示
氏
は
『
近
代
の
児
童
労
働
と
夜
間
小
学
校
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
二
年
）
で
明
治
初
期
か
ら
昭
和
前
期
（
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
中
心
と

す
る
）
の
東
京
府
に
お
け
る
夜
学
の
教
育
史
的
位
置
づ
け
を
当
時
の
刊
行
物
や
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
試
み
て
い
る
。
松
浦
國
弘
氏
は
「
明
治
後
半
期
の

米
価
高
騰
と
貧
民
（
部
落
）
児
童
の
教
育
状
況
│
愛
知
県
の
場
合
│
」（『
愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第
五
十
二
巻
第
一
号
』）
の
な
か
で
貧
困

児
童
の
教
育
状
況
、
特
に
出
席
状
況
と
米
価
騰
貴
と
の
関
係
を
各
新
聞
記
事
か
ら
検
討
し
た
。

6　

  『
愛
知
県
史　

第
三
巻
』（
愛
知
県
、
一
九
七
〇
年
）
三
五
一
～
三
五
九
頁
の
各
表
よ
り
算
出
。

7　

 『
春
日
井
市
史
』（
春
日
井
市
、
一
九
六
四
年
）
三
三
八
～
三
四
六
、三
五
四
～
三
五
八
頁
。
以
降
、『
春
日
井
市
史
』
と
記
す
。

8　

  

愛
知
県
教
育
委
員
会
編
『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』（
第
一
法
規
、一
九
八
二
年
）
四
九
三
、五
六
一
～
五
六
六
頁
。
以
降
、『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』

と
記
す
。

9　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
五
六
二
～
五
六
六
頁
。

10　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』（
第
一
法
規
、
一
九
八
二
年
）
五
一
六
頁
。

11　

 『
愛
知
県
教
育
史
』
四
九
二
頁
。

12　

 『
近
代
の
児
童
労
働
と
夜
間
小
学
校
』
四
八
頁
。

13　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
四
九
一
～
四
九
五
頁
、
五
一
五
～
五
一
六
頁
。

14　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
五
六
六
～
五
六
七
頁
。

15　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
四
九
三
、五
六
一
～
五
六
六
頁
。

16　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
五
二
六
～
五
二
八
頁
。



愛知県立大学大学院国際文化研究科（日本文化専攻）論集第 13 号（2012）

（ 64 ）

17　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
二
〇
四
頁
、
五
一
五
～
五
一
六
頁
。

18　
 『

愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
五
二
七
頁
。

19　
 『

愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
五
六
七
～
五
七
二
頁
。

20　

  「
第
二
期
地
租
延
納
之
偽
ニ
付
歎
願
」、「
第
二
期
地
方
税
免
除
之
義
歎
願
」、「
明
治
廿
四
年
十
月
廿
八
日　

震
災
ニ
罹
ル
進
達
及
被
害
人
民
ヨ
リ
届
出

書
類
綴
」
東
春
日
井
郡
勝
川
村
役
場
（
す
べ
て
春
日
井
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
に
は
議
員
席
次
番
号
の
六
番
大
島
宇
吉
が
小
幡
村
長
、
三
〇
番
加
藤
圓

七
が
八
白
村
長
、
三
二
番
高
木
悦
太
郎
が
味
美
村
長
と
し
て
連
署
し
て
い
る
。
ま
た
二
一
番
江
崎
祐
八
は
明
治
五
年
の
権
区
長
、
二
二
番
林
小
参
が
明

治
三
十
一
年
の
県
会
議
員
だ
っ
た
こ
と
が
『
春
日
井
市
史
』（
三
二
三
、三
七
一
頁
）
に
書
か
れ
て
い
る
。『
瀬
戸
市
史　

通
史
編
下
』（
三
六
頁
）
か
ら

は
一
番
松
永
左
衛
門
が
味
岡
村
、
一
〇
番
浅
見
政
助
が
印
場
村
、
一
六
番
松
本
茂
登
吉
が
掛
川
村
、
二
四
番
加
藤
敬
が
水
野
村
の
者
だ
と
確
認
し
た
。

ま
た
『
通
常
明
治
二
十
年
度　

東
春
日
井
郡
外
百
九
个
村
聯
合
村
会
議
録
』（
瀬
戸
市
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
資
料
）
の
メ
モ
書
き
よ
り
、
一
五
番
落

合
代
助
が
陶
村
、
二
一
番
江
崎
祐
八
が
小
牧
村
、
二
二
番
林
小
参
が
和
爾
良
村
、
二
七
番
江
尻
玉
五
郎
が
下
品
野
村
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　　

  　

本
注
以
降
、特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、会
議
で
の
陳
述
や
答
弁
に
つ
い
て
は
『
通
常
明
治
二
十
年
度　

東
春
日
井
郡
外
百
九
个
村
聯
合
村
会
議
録
』、

『
通
常
明
治
二
十
一
年
度　

東
春
日
井
郡
外
百
九
个
村
聯
合
村
会
議
録
』（
と
も
に
瀬
戸
市
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
資
料
）
か
ら
引
用
、
抜
粋
も
し
く
は

参
照
す
る
。

21　

 

○
第
三
十
二
番
（
高
木
悦
太
郎
）
区
域
ヲ
詳
細
ニ
報
道
ア
リ
タ
シ

 　

 

○
番
外
郡
書
記
（
松
浦
昌
）
御
請
求
モ
ア
レ
ハ
略
ボ
分
チ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
朗
読
セ
ン
曰
ク

勝
川
村
外
三
个
村　

大
永
寺
村
外
四
个
村　

味
鋺
原
新
田　

春
日
井
村
外
二
个
村　

大
草
村
外
二
个
村　

南
下
原
村
外
二
个
村

和
示
良
村

下
津
尾
村　

下
條

原
新
田
外
五
个
村　

神
領
村
外
四
个
村　

下
市
場
村
外
二
个
村　

松
本
村
外
四
个
村　

高
蔵
寺
村
外
三
个
村　

坂
下
村
外
三
个
村　

西
尾
村
外
二
个

村　

小
幡
村
外
三
个
村
（
以
上
第
一
）

北
外
山
村
外
二
个
村　

小
牧
村　

三
ツ
淵
村
外
三
个
村　

村
中
村
外
四
个
村　

小
牧
村　

岩
崎
村
外
二
个
村　

東
田
中
村
外
四
个
村　

池
之
内
村
外

二
个
村　

田
楽
村
外
二
个
村　

牛
山
村
外
三
个
村
（
以
上
第
二
）

下
志
段
味
村
外
三
个
村

新
居
村

印
場
村　

今
村
外
三
个
村

瀬
戸
村

赤
津
村　

中
水
野
村
外
二
个
村　

中
品
野
村
外
四
个
村　

沓
掛
村
外
二
个
村
（
以
上
第
三
）

斯
ノ
如
キ
モ
ノ
ナ
リ　

22　

  『
通
常
明
治
二
十
年
度　

東
春
日
井
郡
外
百
九
个
村
聯
合
村
会
議
録
』（
瀬
戸
市
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
資
料
）
に
よ
れ
ば
、
議
長
の
演
説
は
以
下
の
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通
り
で
あ
る
。

教
育
ヲ
隆
盛
ニ
シ
学
理
的
ノ
実
験
ヲ
要
ス
ル
ニ
若
シ
ク
モ
ノ
ナ
カ
ル
ヘ
シ
、
然
ラ
ハ
則
チ
教
育
ト
勧
業
ト
ハ
車
ノ
両
輪
ノ
如
ク
共
ニ
偏
廃
ス
可
ラ
ス
、

是
則
チ
本
県
知
事
公
閣
下
カ
本
会
ノ
開
設
ヲ
命
令
セ
ラ
レ
本
官
ノ
此
議
案
ヲ
発
ス
ル
ニ
至
ル
所
以
ナ
リ
、
然
リ
而
シ
テ
教
育
ニ
至
リ
テ
ハ
政
府
多
年
ノ

経
験
ヨ
リ
近
来
学
制
ヲ
一
変
シ
学
区
ヲ
改
正
シ
小
学
ヲ
分
チ
テ
尋
常
高
等
ノ
二
種
ト
シ
、
本
郡
ノ
如
キ
ハ
三
高
等
小
学
ヲ
指
定
セ
ラ
レ
タ
リ
、
抑
モ
本

郡
ノ
地
勢
タ
ル
ヤ
南
北
ニ
窄
ク
東
西
ニ
長
ク
距
離
隔
絶
セ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
東
北
部
ノ
如
キ
ハ
山
脈
相
連
リ
幼
童
ノ
通
学
ニ
便
ナ
ラ
ス
、
是
レ
三
校
ヲ

指
定
セ
ラ
レ
シ
所
以
ナ
ラ
ン
カ
、
然
ル
ニ
或
ル
論
者
ハ
単
ニ
経
済
ノ
一
点
ヨ
リ
観
察
ヲ
下
シ
寧
ロ
一
校
ニ
シ
テ
其
盛
大
ヲ
謀
ル
ニ
若
カ
ス
ト
、
之
レ
一

理
ナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ス
、
然
レ
ト
モ
地
形
上
ヨ
リ
通
学
ノ
便
否
如
何
ヲ
察
ス
レ
ハ
、
三
校
尚
ホ
寡
少
ト
ス
ル
ノ
憾
ナ
キ
能
ハ
ス
、
況
ン
ヤ
一
校
ヲ
ヤ
凡

ソ
一
利
ア
レ
ハ
一
害
之
レ
ニ
伴
フ
ハ
世
ノ
免
カ
レ
サ
ル
通
患
ニ
シ
テ
、
苟
モ
斯
道
ノ
隆
盛
普
及
ヲ
図
ラ
ン
ト
欲
セ
ハ
宜
シ
ク
利
ノ
大
キ
ニ
就
キ
之
ヲ
計

画
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
可
ラ
ス

23 
 

熟
々
議
案
ヲ
捧
読
ス
ル
ニ
教
育
ノ
事
、
殖
産
ノ
業
、
素
ヨ
リ
目
下
ノ
大
勢
ニ
於
テ
措
ク
可
ラ
ル
ノ
急

務
ニ
出
ツ
、
然
レ
ト
モ
退
テ
民
間
ノ
経
済
察
ス
レ
ハ
尚
ホ
是
レ
衰
弊
ニ
属
シ
未
タ
恢
復
ノ
緒
ニ
就
ク
能
ハ
ス
、
殊
ニ
本
年
度
ハ
事
業
創
始
ニ
係
リ
殆
ン

ト
三
千
有
余
円
ノ
巨
額
ヲ
支
弁
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
我
々
ノ
最
モ
懸
念
ス
ル
所
ナ
リ
、
依
テ
能
ク
利
害
得
喪
ノ
存
ス
ル
所
以
ヲ
講
究
シ
正
論
直
議
苟
ク
モ
議

員
タ
ル
ノ
本
分
ヲ
尽
サ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
ノ
ミ
、
閣
下
幸
ニ
諒
鑑
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
茲
ニ
衆
員
ニ
代
リ
奉
答
ス

24  

○
第
十
七
番
（
河
田
盤
次
郎
）
高
等
学
校
ヲ
第
一
第
二
第
三
ト
分
タ
レ
タ
ル
所
以
ハ
如
何

○
番
外
郡
書
記
（
伊
勢
良
量
）
只
校
名
ヲ
附
シ
タ
ル
ノ
ミ

○
第
十
七
番
（
河
田
盤
次
郎
）
然
ラ
ハ
教
師
ノ
給
料
カ
其
校
々
ニ
依
リ
色
々
ニ
分
テ
ア
ル
ハ
如
何

○
番
外
郡
書
記
（
伊
勢
良
量
）
創
業
ノ
場
合
ニ
際
シ
、三
校
共
ニ
一
時
ニ
隆
盛
ヲ
謀
ラ
ン
ト
ス
ル
ハ
困
難
ナ
リ
、故
ニ
十
分
ノ
事
ハ
出
来
サ
ル
ニ
モ
セ
ヨ
、

第
一
ノ
方
ハ
稍
ヤ
完
全
ニ
傾
カ
シ
メ
ン
為
メ
斯
ノ
如
ク
他
校
ニ
比
シ
テ
少
ラ
ク
ヲ
増
減
セ
リ
、
是
レ
必
竟
今
日
民
間
ノ
経
済
如
何
ヲ
顧
ミ
タ
ル
所
ナ
レ

ド
、
孰
レ
三
校
ト
モ
往
々
ハ
必
ラ
ス
ヤ
盛
大
ヲ
期
ス
ル
ノ
計
画
ナ
リ
、
サ
レ
ハ
只
今
ノ
問
ハ
単
ニ
経
済
ノ
一
点
ヨ
リ
来
リ
シ
モ
ノ
ト
承
知
セ
ラ
レ
ヨ

25  

高
木
悦
太
郎
は
欠
席
。
二
十
二
番
は
林
小
参
か
ら
梅
村
善
三
郎
に
交
代
し
た
。

26　

  『
愛
知
県
統
計
書
』明
治
二
十
一
年
、二
十
二
年
に
は
高
等
科
の
学
校
数
が「
三
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
瀬
戸
で
は
明
治
二
十
二
年
に
瀬
戸
村
外
八
か
村（
八

白
、
新
居
、
印
場
、
水
野
、
下
品
野
、
上
品
野
、
掛
川
、
赤
津
）
立
高
等
小
学
校
が
設
置
さ
れ
た
と
『
東
明
小
学
校
百
年
誌
』（
瀬
戸
市
立
東
明
小
学
校
、
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一
九
七
五
年
）
四
五
頁
に
は
記
さ
れ
て
お
り
、
統
計
と
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
。

27　
  

こ
の
一
二
名
の
う
ち
、
河
村
を
含
め
た
一
一
名
は
、
明
治
二
十
年
度
の
決
議
に
お
い
て
高
木
を
支
持
し
て
い
た
。
彼
ら
全
員
が
、
本
当
に
二
十
一
年

度
に
残
り
二
校
を
設
置
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
、
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

28　

  『
春
日
井
市
史
』
三
六
五
（
図
五
―
一
四
）、
四
四
四
（
表
一
―
二
〇
）、
五
二
二
（
表
四
―
一
〇
）
頁
。

29　

  『
春
日
井
市
史
』
三
七
〇
頁
（
表
五
―
三
〇
）。

30　

 『
春
日
井
市
史
』
三
七
二
頁
。

31　

 『
愛
知
県
の
歴
史
』
二
七
五
頁
。

32　

 『
瀬
戸
市
史　

下
』
三
六
～
三
七
頁
。

33　

  

今
後
、
学
齢
児
童
つ
ま
り
尋
常
小
学
校
に
通
う
べ
き
子
ど
も
は
児
童
、
高
等
小
学
校
に
通
う
子
ど
も
は
生
徒
と
表
記
を
分
け
る
。
分
け
る
必
要
の
な

い
場
合
は
単
に
子
ど
も
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

34　

 『
春
日
井
市
史
』
五
二
二
頁
。

35　

 『
春
日
井
市
史
』
四
一
四
～
四
一
五
頁
。

36　

 『
春
日
井
市
史
』
三
八
五
頁
。

37　

  「
明
治
廿
四
年
十
月
廿
八
日　

震
災
ニ
罹
ル
進
達
及
被
害
人
民
ヨ
リ
届
出
書
類
綴
」
東
春
日
井
郡
勝
川
村
役
場　

明
治
二
十
四
年　

勝
川
村
役
場　
（
春

日
井
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
こ
れ
よ
り
「
震
災
ニ
罹
ル
進
達
及
被
害
人
民
ヨ
リ
届
出
書
類
綴
」
と
の
み
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
資
料
に
は
人
名

と
し
て
は
損
害
を
受
け
た
戸
主
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、被
害
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
。
な
お
、『
春
日
井
市
史
』（
三
七
五

～
三
七
七
頁
）
に
は
春
日
井
地
域
の
半
数
近
く
が
損
害
を
受
け
た
と
あ
る
。
ま
た
勝
川
村
の
死
傷
者
は
な
く
、
民
家
の
損
害
が
百
九
十
六
（
全
潰
、
半

潰
、
破
損
の
合
計
）
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
示
し
た
戸
数
は
全
体
の
半
分
ほ
ど
だ
と
考
え
る
。

38　

 

春
日
井
市
教
育
委
員
会
所
蔵
資
料
。

39　

  「
就
学
猶
予
申
請
」（
明
治
廿
九
年
「
申
請
進
達
綴
」
勝
川
町
役
場
）（
春
日
井
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
こ
の
資
料
に
九
四
名
も
の
児
童
氏
名
が
名
簿
と
な
っ

て
書
か
れ
て
い
る
が
、
夏
の
水
害
に
よ
り
大
勢
の
出
願
者
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

40　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
五
六
三
頁
。

41　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
五
二
六
頁
。
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42　
 

く
ら
は
明
治
九
年
十
一
月
三
日
生
、
む
ら
は
明
治
十
二
年
八
月
廿
八
日
生
と
の
記
載
が
あ
る
。

43　
 『

愛
知
県
統
計
書
』
明
治
二
十
一
年
よ
り
算
出
。

44　

 『
愛
知
県
統
計
書
』
明
治
二
十
一
年
。

45　

  『
通
常
明
治
二
十
一
年
度　

東
春
日
井
郡
外
百
九
个
村
聯
合
村
会
議
録
』（
瀬
戸
市
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
資
料
）
に
お
け
る
質
疑
応
答
の
な
か
で
番

外
郡
書
記
伊
勢
が
「
授
業
料
ハ
三
十
銭
ヨ
リ
十
銭
ニ
至
ル
マ
テ
増
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ
テ
現
今
ニ
於
テ
モ
事
情
ヲ
酌
量
シ
テ
寛
減
ス
ル
者
ハ
已

ニ
ア
ル
所
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。

46　

 『
愛
知
県
教
育
史　

第
三
巻
』
五
七
五
～
五
七
七
頁
。
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The demand for education in the middle of Meiji era

HAMADA  Aoi 

Abstract
   In recent years, history-of-education research of the Meiji term is targeting 

the community and solving the relation between a school and people. Now, the 
research for Aichi Prefecture is developing. So, I try to solve the actual conditions 
in Higashikasugai country in early the Meiji 20s. It shows an unusual transition in 
the school attendance rate. The statistics document, the minutes and the application 
which are kept in the prefecture were mainly used in this paper.

   The school attendance rate in Higashikasugai country had kept minimum level 
until the first half of Meiji 10s and approached the average in Owari in Meiji 16-
17(1883-1884). After that, it decreased again. The reasons were Matsukata deflation, 
impoverishment and the fall of the people’s concern about education. In addition, I 
represent that education service didn’t develop since influential persons were not able 
to do agreement.

   In union village meeting of the country in Meiji 20-21, the members argued 
about establishment of higher elementary schools, that Aichi Prefecture instructed 
to establish three schools. At first, some insisted they need three in order to spread 
education. Others insisted they need only one for expense reduction. In Meiji 
20(1887), they decided to found one school because of the people’s distress. Next 
year, they decided to found the others although the people were still poor. That is to 
say, they agreed to establish three schools in all in Meiji 21(1888). The reason was 
that there were some people who desired education in a higher elementary school. For 
instance, the people of Komaki-mura offered contribution. And the material shows 
that child whose parents were poor or who was a girl went to a higher elementary 
school. These made the members change their opinion.

   The number of students increased steadily after that. On the other hand, so 
did the number of the students in a simple class elementary school because there 
were those who didn’t understand the importance of the education of girls and some 
children mainly had to work. 

   Thus, the opinions on education were divided in two because the members of 
the meeting had just begun efforts for educational spread.




